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（案） 

経 済 産 業 省 

番 号 

年 月 日 

経済産業大臣 殿 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 

電気事業法施行令第３４条（ガス事業法施行令第１２条及び熱供給事 

業法施行令第５条において準用する場合を含む。）の規定に基づくあっ 

せん及び仲裁の状況の報告 

電気事業法施行令（昭和４０年政令第２０６号）第３４条（ガス事業法施行

令（昭和２９年政令第６８号）第１２条及び熱供給事業法施行令（昭和４７年

政令第４２０号）第５条において準用する場合を含む。）及び電気事業法施行規

則（平成７年通商産業省令第７７号）第４７条の７（ガス事業法施行規則（昭

和４５年通商産業省令第９７号）第１７０条及び熱供給事業法施行規則（昭和

４７年通商産業省令第１４３号）第１７条において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定に基づき、令和６年度における電気事業法（昭和２９年法律第１

７０号）に基づく電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）のあ

っせん及び仲裁の状況について、下記のとおり報告します。 

記 

１ あっせん及び仲裁の申請件数 

  １件 



2 

 

 

２ あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数 

  １件 

 

３ あっせんにより解決した事件の件数 

  ０件 

 

４ 仲裁判断をした事件の件数 

  ０件 

 

５ その他委員会の事務に関し重要な事項 

 

（１）あっせん委員及び仲裁委員の候補者の指定及び仲裁委員の名簿の作成 

 

あっせん委員は、委員会の委員その他の職員のうち委員会があらかじめ

指定する者から、事件ごとに指名される（電気事業法第３５条第３項（ガス

事業法第１０７条第２項及び熱供給事業法第１９条の２第２項において読

み替えて準用する場合を含む。））。また仲裁委員は、委員会の委員その他の

職員のうち委員会があらかじめ指定する者から、当事者が合意によって選定

した者が指名される（電気事業法第３６条第３項（ガス事業法第１０７条第

４項及び熱供給事業法第１９条の２第４項において準用する場合を含む。））。

これらの規定に基づき、令和６年５月１０日及び同年９月２日にあっせん委

員及び仲裁委員の候補者の指定を行った。 

また、電気事業法施行令第２８条（ガス事業法施行令第１２条及び熱供

給事業法施行令第５条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に

基づき、仲裁委員の名簿（別添１）を作成した。 

 

（委員） 

・岩船 由美子 

・武田 邦宣 

・松村 敏弘 

・村松 久美子 

（特別委員） 

・稲垣 隆一 

・北本 佳永子 

・小林 由佳 

・小宮山 涼一 

・田中 誠 

・林 泰弘 

・圓尾 雅則 
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・丸山 絵美子 

 

（２）電力・ガス取引紛争処理マニュアルの改訂 

 

あっせん・仲裁、苦情の申出対応等の紛争処理制度の細目は、電気事業

法（政省令）、ガス事業法（政省令）、熱供給事業法（政省令）、紛争処理規

程等にまたがって定められている。実務の利便に供するため、これらを整理

して手続の流れを説明し、あわせてフローチャートを記載した電力・ガス取

引紛争処理マニュアル（別添２）を公表している。令和６年度には、分割供

給の導入と部分供給の新規受付停止が行われたことを受け、当該マニュアル

を一部改訂した。 

 

以 上 
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＜参考＞あっせんについて（関連規定） 

 

電力・ガス取引監視等委員会令 

（委員会の運営） 

第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し

必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

 

 

電気事業法 

(あつせん) 

第三十五条 電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決

めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約等」

という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一

方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、

当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事

者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下

この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができ

る。ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十

二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項

の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 

２ 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、

又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除

き、あつせんを行うものとする。 

３ 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ

指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごと

に指名するあつせん委員が行う。 

４ あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事

件が解決されるように努めなければならない。 

５ あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、

事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することがで

きる。 

６ あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項

(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の

規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、

当該あつせんを打ち切るものとする。 
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(仲裁) 

第三十六条 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得

し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わ

ないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条

において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限

りでない。 

２ 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。 

３ 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて

選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定が

なされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名

する。 

４ 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲

裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。 

 

(申請の経由) 

第三十七条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請

は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 

 

(政令への委任) 

第三十七条の二 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関

し必要な事項は、政令で定める。 

 

(資料の提出等の要求) 

第六十六条の十五 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた

事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の

関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求める

ことができる。 

 

 

電気事業法施行令 

(あつせん及び仲裁の対象となる契約等) 

第二十五条 法第三十五条第一項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契

約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないもの

として経済産業省令で定めるものを除く。)とする。 
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(あつせんに関する通知) 

第二十六条 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、当事

者の一方から法第三十五条第一項の規定によるあつせんの申請(第三十五条

において単に「あつせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方に

対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなけ

ればならない。 

２ 委員会は、法第三十五条第二項の規定により当該事件がその性質上あつせ

んをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに

あつせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業

省令で定めるところにより、あつせんをしない旨を通知しなければならない。 

 

(あつせんの打切り) 

第二十七条 委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見

込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 

２ 委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、

遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければな

らない。 

 

(名簿の作成) 

第二十八条 委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第

三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。 

 

(仲裁委員の選定等) 

第二十九条 委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十五

条において単に「仲裁の申請」という。)があつたときは、当事者に対して前

条の名簿の写しを送付しなければならない。 

２ 当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済

産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を

受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。 

３ 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意に

よる選定がなされなかつたものとみなす。 

 

第三十条 委員会は、法第三十六条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指

名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするもの

とし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令

で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。  
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(仲裁委員が欠けた場合の措置) 

第三十一条 委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠け

た場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところ

により、その旨を通知しなければならない。 

２ 前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における法第三十六条第三項の規

定による後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名に準

用する。 

 

(文書及び物件の提出) 

第三十二条 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、

当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件

に関係のある文書又は物件を提出させることができる。 

 

(あつせん及び仲裁の手続の非公開) 

第三十三条 委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、

あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 

 

(あつせん及び仲裁の状況の報告) 

第三十四条 委員会は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところに

より、あつせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 

 

(あつせん及び仲裁の申請手続) 

第三十五条 あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手

続について必要な事項は、経済産業省令で定める。 

 

 

電気事業法施行規則 

(あっせん及び仲裁に関する通知の方法) 

第四十七条の五 令第二十六条、第二十七条第二項、第二十九条第二項及び第

三十条(これらの規定を令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)

並びに第三十一条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。 

２ 令第二十六条第一項の規定による通知をする場合には、同項の申請に係る

申請書の写しを併せて送付しなければならない。 
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(名簿の記載事項) 

第四十七条の六 令第二十八条の名簿には、次に掲げる事項を記載するものと

する。 

一 氏名及び職業 

二 経歴 

三 任命及び任期満了の年月日 

 

(あっせん及び仲裁の状況の報告) 

第四十七条の七 令第三十四条の規定による報告は、国の会計年度の経過後一

月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。 

一 あっせん及び仲裁の申請件数 

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数 

三 あっせんにより解決した事件の件数 

四 仲裁判断をした事件の件数 

五 その他電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務に

関し重要な事項 

 

(あっせんの申請) 

第四十七条の八 法第三十五条第一項の規定によるあっせんの申請をしようと

する者は、様式第四十の申請書を委員会に提出しなければならない。 

２ 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出

しなければならない。 

 

(仲裁の申請) 

第四十七条の九 法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする

者は、様式第四十の二の申請書を委員会に提出しなければならない。 

２ 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出

しなければならない。 

３ 紛争が生じた場合に法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場

合においては、それを第一項の申請書に添えて提出しなければならない。 

 

(申請の方法) 

第四十七条の十 法第三十五条第一項の規定によるあっせん又は法第三十六条

第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該者の住

所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して行うことができ

る。  
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ガス事業法 

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁) 

第百七条 ガス事業者及びガス事業者(ガス製造事業者を除く。)に対するその

ガス事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者(第三項におい

て「ガス事業者等」という。)の間において、ガスの取引に係る契約その他の

取決めであつて政令で定めるもの(以下この条において「契約等」という。)

について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議

に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者

が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の

協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条

において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。た

だし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第三項の規定

による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 

２ 電気事業法第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに

準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「ガ

ス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第四項において準用する次

条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及

び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次

条第一項」とあるのは「ガス事業法第八十五条第四項の規定による裁定の申

請又は第百七条第三項」と読み替えるものとする。 

３ ガス事業者等の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は

負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないとき

は、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、

当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請をした後は、この限りで

ない。 

４ 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用

する。 

５ 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申

請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 

 

(政令への委任) 

第百八条 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

(資料の提出等の要求) 
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第百八十一条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項

を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係

者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めること

ができる。 

 

 

ガス事業法施行令 

(あつせん及び仲裁の対象となる契約等) 

第十一条 法第百七条第一項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約そ

の他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとし

て経済産業省令で定めるものを除く。)とする。 

 

(電気事業法施行令の準用) 

第十二条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三

十五条までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁に

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第二十六条第一項 法第三十五条第一項 ガス事業法(昭和二十九年法律

第五十一号)第百七条第一項 

第二十六条第二項 法第三十五条第二項 ガス事業法第百七条第二項にお

いて準用する法第三十五条第二

項 

第二十八条 法第三十六条第三項 ガス事業法第百七条第四項にお

いて準用する法第三十六条第三

項 

第二十九条第一項 法第三十六条第一項 ガス事業法第百七条第三項 

第三十条 法第三十六条第三項た

だし書 

ガス事業法第百七条第四項にお

いて準用する法第三十六条第三

項ただし書 

第三十一条第二項 法第三十六条第三項 ガス事業法第百七条第四項にお

いて準用する法第三十六条第三

項 
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ガス事業法施行規則 

第百七十条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七

条の五から第四十七条の十までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び

同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲

げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第四十七条の五第一項 令第二十六条 ガス事業法施行令(昭和二十九

年政令第六十八号)第十一条に

おいて読み替えて準用する令

第二十六条 

  令第三十一条第二項 ガス事業法施行令第十一条に

おいて読み替えて準用する令

第三十一条第二項 

第四十七条の五第二項

及び第四十七条の六 

令 ガス事業法施行令第十一条に

おいて読み替えて準用する令 

第四十七条の七 令 ガス事業法施行令第十一条に

おいて準用する令 

第四十七条の八第一項 法第三十五条第一項 ガス事業法(昭和二十九年法律

第五十一号)第百七条第一項 

  様式第四十 様式第八十 

第四十七条の九第一項 法第三十六条第一項 ガス事業法第百七条第三項 

  様式第四十の二 様式第八十一 

第四十七条の九第三項 法 ガス事業法 

第四十七条の十 法第三十五条第一項 ガス事業法第百七条第一項 

  法第三十六条第一項 同条第三項 

 

 

熱供給事業法 

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁) 

第十九条の二 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用

に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下

この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間において、

卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」とい
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う。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が

協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当

事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者

間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下こ

の条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。

ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでな

い。 

２ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項ま

での規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中

「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第

十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十

五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合

を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「熱供給事業

法第十九条の二第三項」と読み替えるものとする。 

３ 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者と

の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、

条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方

は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 

４ 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用

する。 

５ 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申

請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 

 

(政令への委任) 

第十九条の三 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

(資料の提出等の要求) 

第二十八条の六 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事

項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関

係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めるこ

とができる。 
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熱供給事業法施行令 

(電気事業法施行令の準用) 

第五条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十

五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁

について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第二十六条第一項 法第三十五条第一項 熱供給事業法(昭和四十七年法

律第八十八号)第十九条の二第

一項 

第二十六条第二項 法第三十五条第二項 熱供給事業法第十九条の二第二

項において準用する法第三十五

条第二項 

第二十八条 法第三十六条第三項 熱供給事業法第十九条の二第四

項において準用する法第三十六

条第三項 

第二十九条第一項 法第三十六条第一項 熱供給事業法第十九条の二第三

項 

第三十条 法第三十六条第三項た

だし書 

熱供給事業法第十九条の二第四

項において準用する法第三十六

条第三項ただし書 

第三十一条第二項 法第三十六条第三項 熱供給事業法第十九条の二第四

項において準用する法第三十六

条第三項 
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熱供給事業法施行規則 

(電気事業法施行規則の準用) 

第十七条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条

の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及

び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に

掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

第四十七条の五第一項 令第七条 熱供給事業法施行令(昭和四十七年

政令第四百二十号)第五条において

準用する令第七条 

  令第十二条第二項 熱供給事業法施行令第五条におい

て読み替えて準用する令第十二条

第二項 

第四十七条の五第二項

及び第四十七条の六 

令 熱供給事業法施行令第五条におい

て読み替えて準用する令 

第四十七条の七 令 熱供給事業法施行令第五条におい

て準用する令 

第四十七条の八第一項 法第三十五条第一

項 

熱供給事業法(昭和四十七年法律第

八十八号)第十九条の二第一項 

  様式第四十 様式第十二 

第四十七条の九第一項 法第三十六条第一

項 

熱供給事業法第十九条の二第三項 

  様式第四十の二 様式第十三 

第四十七条の九第三項 法 熱供給事業法 

第四十七条の十 法第三十五条第一

項 

熱供給事業法第十九条の二第一項 

  第三十六条第一項 同条第三項 
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電気事業法施行令第２８条（ガス事業法施行令第１２条及び熱供給事業法施行令第５条 

において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づく名簿 

令和６年９月１日現在 

１．委員 

氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

いわふね ゆみこ 

岩船 由美子 

平成５年 

平成１３年 

平成１３年 

平成２０年 

平成２２年 

平成２７年 

令和５年 

株式会社三菱総合研究所 

東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻博士課程修了

工学博士 

株式会社住環境計画研究所 

東京大学生産技術研究所 講師 

東京大学生産技術研究所 准教授 

東京大学生産技術研究所 特任教授 

東京大学生産技術研究所 教授 

現在の職業 東京大学生産技術研究所 教授 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 

たけだ くにのぶ 

武田 邦宣 

平成５年 

平成７年 

平成１０年 

平成１０年 

平成１１年 

平成１４年 

平成２６年 

令和５年 

神戸大学法学部卒業 

神戸大学大学院法学研究科修士課程修了 

神戸大学大学院法学研究科後期課程単位取得退学 

神戸市外国語大学 専任講師、助教授 

神戸大学博士（法学） 

大阪大学大学院法学研究科 助教授、准教授 

大阪大学大学院法学研究科 教授 

大阪大学大学院法学研究科・法学部長、教授 

現在の職業 大阪大学大学院法学研究科・法学部長、教授 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 

別添１ 
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氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

まつむら としひろ 

松村 敏弘 

平成６年 

 

平成８年 

平成１１年 

平成２０年 

東京大学大学院経済学研究科 第２種博士課程修了 

大阪大学社会経済研究所 助手 

東京工業大学大学院社会理工学研究科専攻 助教授 

東京大学社会科学研究所 助教授 

東京大学社会科学研究所 教授 

現在の職業 東京大学社会科学研究所 教授 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 

むらまつ くみこ 

村松 久美子 

平成３年 

 

平成１２年 

平成１８年 

横浜市立大学商学部経営学科卒業 

青山監査法人入社 

中央青山監査法人入社 

あらた監査法人入社 

（現 PwC Japan 有限責任監査法人） 

現在の職業 PwC Japan 有限責任監査法人 ディレクター 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和９年８月３１日 
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２．特別委員 

氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

いながき りゅういち 

稲垣 隆一 

昭和５４年 

昭和６２年 

平成２年 

令和５年 

早稲田大学法学部卒業 

検事任官 

第二東京弁護士会弁護士登録 

日本商品先物取引協会 会長 

現在の職業 稲垣隆一法律事務所 弁護士 

日本商品先物取引協会 会長 

任命日 令和５年９月１日 

任期満了日 令和７年８月３１日 

きたもと かえこ 

北本 佳永子 

昭和６３年 

昭和６３年 

平成５年 

 

平成２１年 

令和元年 

 

令和５年 

東北大学経済学部卒業 

サッポロビール株式会社入社 

太田昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）

入所 

新日本有限責任監査法人 パートナー 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 常務理事 パートナー 

公認会計士 

ダイキン工業株式会社社外監査役  

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締

役 

現在の職業 公認会計士  

ダイキン工業株式会社社外監査役  

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締

役 

任命日 令和６年９月１日 

任期満了日 令和８年８月３１日 
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氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

こばやし ゆか 

小林 由佳 

平成１０年 

平成１４年 

平成１８年 

平成１８年 

平成２２年 

令和２年 

東京女子大学 現代文化学部卒業 

朝日監査法人 

公認会計士登録 

あずさ監査法人 シニア 

有限責任あずさ監査法人 マネジャー 

有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 

現在の職業 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 

任命日 令和５年９月１日 

任期満了日 令和７年８月３１日 

こみやま りょういち 

小宮山 涼一 

平成１０年 

平成１５年 

平成１５年 

平成１９年 

平成２２年 

 

平成２２年 

平成２３年 

平成２５年 

 

令和４年 

東京大学工学部電子工学科卒業 

東京大学大学院工学系研究科電気工学専攻博士課程修了 

日本エネルギー経済研究所計量分析部 専門研究員 

ローレンスバークレー国立研究所 客員研究員 

日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット  

主任研究員 

東京大学大学院工学系研究科 特別助教 

カリフォルニア大学バークレー校 客員研究員 

東京大学大学院工学系研究科附属レジリエンス工学研究

センター 准教授 

東京大学大学院工学系研究科 教授 

現在の職業 東京大学大学院工学系研究科 教授 

任命日 令和５年９月１日 

任期満了日 令和７年８月３１日 
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氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

たなか まこと 

田中 誠 

 

 

 

 

 

 

 

平成３年 

平成３年 

平成１２年 

平成１５年 

平成１５年 

平成１６年 

平成１６年 

平成１９年 

平成２０年 

平成２１年 

 

平成２５年 

平成２７年 

東京大学経済学部経済学科卒業 

東京電力株式会社 

東京大学大学院経済学研究科修士課程修了 

財務省財務総合政策研究所 上席研究員 

政策研究大学院大学 助教授 

東京大学大学院経済学研究科博士課程修了 

独立行政法人経済産業研究所 ファカルティフェロー 

政策研究大学院大学 准教授 

ジョンズ・ホプキンス大学工学部 客員研究員 

カリフォルニア大学バークレー校公共政策大学院 客員 

研究員 

政策研究大学院大学 教授 

独立行政法人経済産業研究所 ファカルティフェロー 

現在の職業 政策研究大学院大学 教授 

任命日 令和５年９月１日 

任期満了日 令和７年８月３１日 
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氏名 経歴／現在の職業／任命日／任期満了日 

はやし やすひろ 

林 泰弘 

平成元年 

平成３年 

平成６年 

平成６年 

平成９年 

平成１２年 

平成２１年 

 

平成２１年 

平成２６年 

令和４年 

早稲田大学理工学部電気工学科卒業 

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了 

早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了 

茨城大学工学部システム工学科 助手 

茨城大学工学部システム工学科 講師 

福井大学工学部電気・電子工学科 助教授 

早稲田大学大学院先進理工学研究科電気・情報生命専攻 

教授 

先進グリッド技術研究所 所長 

スマート社会技術融合研究機構 機構長 

スマート社会技術融合研究機構 機構会長 

カーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS) 所

長 

現在の職業 早稲田大学大学院先進理工学研究科 教授 

先進グリッド技術研究所 所長 

スマート社会技術融合研究機構 機構会長 

カーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS) 所

長 

任命日 令和５年９月１日 

任期満了日 令和７年８月３１日 

まるお まさのり 

圓尾 雅則 

平成３年 

平成３年 

平成１２年 

平成１９年 

平成２０年 

平成２３年 

慶應義塾大学大学院理工学研究科修了 

株式会社大和総研 

ドイツ証券株式会社 
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序 

 

１ 電力・ガス取引監視等委員会の機能 

 

「広域系統運用の拡大」、「小売及び発電の全面自由化」、「法的分離

の方式による送配電部門の中立性の一層の確保」を柱とする電力システム

改革を進めるため、平成２５年、２６年及び２７年にかけて３段階で電気

事業法（昭和３９年法律第１７０号）が改正された。そして、当該電力シ

ステムの改革の実施に併せ、電気事業の監視等の機能を一層強化する必要

があることから、資源エネルギー庁とは別に、経済産業大臣直属の組織と

して、平成２７年９月１日、電力取引監視等委員会が設置された。 

また、今般のシステム改革は、電力、ガス、熱の各制度を一体的に改革

し、これらの業態の「市場の垣根」を撤廃することをその目的の一つとす

る。このような一体的改革の実施に伴い、ガス事業及び熱供給事業に対す

る監督機能を一層強化する必要があることから、平成２８年４月１日、ガ

ス事業法（昭和２９年法律第５１号）及び熱供給事業法（昭和４７年法律

第８８号）の改正によって、電力取引監視等委員会は、その所掌事務にガ

ス及び熱に関する事務を追加し、その名称を電力・ガス取引監視等委員会

（以下「委員会」という。）へと改称した。 

委員会の委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学の専門的な知識

と経験を有し、その職務に関する公正かつ中立な判断をできる者のうちか

ら、経済産業大臣によって任命され、独立してその職権を行うことが電気

事業法上明記されている。 

電力システム改革に基づく自由化を背景とした電力市場に参入する事業

者数の増加等に伴い、送配電ネットワークの利用に係る紛争や電力の卸取

引における紛争等、電気供給事業者間における電力の取引に係る契約等の

紛争を公正・中立な手続によって処理し、電力の適正な取引の確保を図る

必要が生じる。このため、委員会によるあっせん及び仲裁の制度が、平成

２７年９月１日に設けられた。 

同様に、ガスの小売全面自由化や熱供給事業の規制合理化を背景とした

ガス市場に参入する事業者数の増加や供給サービスの多様化等に伴い、ガ

ス導管の利用に係る紛争や、ガス及び熱の卸取引における紛争等、ガス事

業者等の間におけるガスの取引に係る契約等や熱供給事業者と卸熱供給の

事業者の間における卸熱供給に関する契約等の紛争を公正・中立な手続に
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よって処理する必要が生じる。このため、これらの紛争に対するあっせん

及び仲裁の制度が、平成２８年４月１日に設けられた。 

これらのあっせん又は仲裁に参与させるため、学識経験のある者のうち

から経済産業大臣によって特別委員が任命される。 

また、電力の小売全面自由化及びガスの小売全面自由化以前より、電気

の使用者の利益の保護や電気事業の健全な発達という電気事業法の法目的

及びガスの使用者の利益の保護やガス事業の健全な発達というガス事業法

の法目的を達成するため、電気事業法及びガス事業法において、旧一般電

気事業者等の電気の供給及び旧一般ガス事業者等のガスの供給に関し苦情

のある者は、経済産業大臣に対して苦情の申出ができることとされ、委員

会においても、その所掌事務の範囲内で苦情の申出を受け付けることとさ

れていた。電力の小売全面自由化及びガスの小売全面自由化に伴い、電気

の使用者及びガスの使用者と事業者との間のトラブルや、電気事業者及び

ガス事業者間のトラブルが増加すると想定されるため、本制度はその対象

が拡充され、電気事業者・媒介業者等の電気の供給や電気の小売供給契約

の締結の媒介等及びガス事業者・媒介業者等のガスの供給やガスの小売供

給契約の締結の媒介等に関し、経済産業大臣又は委員会に対して、苦情の

申出ができることとされた（委員会に対してはその所掌事務の範囲内に限

る。）。 

同様に、熱供給事業法においても、熱供給を受ける者の利益の保護や熱

供給事業の健全な発達という熱供給事業法の法目的を達成するため、熱供

給事業者・媒介業者等の熱供給や熱供給契約の締結の媒介等に関し、経済

産業大臣又は委員会に対して、苦情の申出ができることとされた（委員会

に対してはその所掌事務の範囲内に限る。）。 

 

２ 本マニュアルについて 

 

本マニュアルは全３章で構成されている。第１章及び第２章では、電気

事業法、ガス事業法及び熱供給事業法が委員会に関係する紛争処理制度と

して規定する「あっせん・仲裁」及び「苦情の申出」を解説している。ま

た、委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は委員会

に対してのみ行うことができるとされ、かつ、その裁決に当たっては事前

に意見聴取会を行うとされていることに鑑み、第３章では、「処分に対す

る審査請求」を解説している。 
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３ 本マニュアルで用いる用語の定義 

 

本マニュアルにおいて使用する用語は、以下の各用語を除き、電気事業

法、ガス事業法及び熱供給事業法において使用する用語の例による。以下

の各用語は、本マニュアルにおいて以下に定める意味を有する。 

 

・委員会事務局：委員会の事務局をいう。 

・委員等：委員会の委員その他の職員（特別委員を含む。）をいう。 

・卸熱供給：第１章第１節２（３）で定義された意味を有する。 

・卸熱供給に関する契約等：第１章第１節２（３）で定義された意味を有

する。 

・ガス事業者：ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業

者及びガス製造事業者をいう。 

・ガス事業者等：第１章第１節２（２）で定義された意味を有する。 

・ガス事業者・媒介業者等：第２章２（２）で定義された意味を有する。 

・ガスの小売供給契約：ガスの小売供給に関する契約をいう。 

・ガスの取引に係る契約等：第１章第１節２（２）で定義された意味を有

する。 

・公開等決定：あっせん又は仲裁の手続に係る資料の公開等について（２

０１６０４０１電委第１０号）をいう。 

・推進機関：電力広域的運営推進機関をいう。 

・電気事業者：小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事

業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者をいう。 

・電気事業者・媒介業者等：第２章２（１）で定義された意味を有する。 

・電気の小売供給契約：電気の小売供給に関する契約をいう。 

・電気の取引に係る契約等：第１章第１節２（１）で定義された意味を有

する。 

・熱供給事業者：熱供給事業法第３条の登録を受けた者をいう。 

・熱供給事業者・媒介業者等：第２章２（３）で定義された意味を有する。 

・媒介業者等：電気の小売供給契約、ガスの小売供給契約又は熱供給契約

の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者をいう。 

・媒介等：媒介、取次ぎ又は代理をいう。 

・紛争処理規程：電力・ガス取引監視等委員会紛争処理規程（２０１５０

９０１電委第９号）をいう。 
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第１章 あっせん・仲裁 

 

第１節 あっせん 

 
１ 趣旨 

 

委員会のあっせんは、下記２（１）、（２）又は（３）に記載する紛争が生

じた場合において、委員等のうちから事件ごとに委員会が指名するあっせん

委員が両当事者の間に入り、必要に応じあっせん案を提示する等両当事者の

合意の成立に向けて協力することにより、紛争の迅速な解決を図る制度であ

る。 

あっせんは、当事者が互いに譲歩することが期待できるような紛争を対象

とするものであり、裁判や下記第２節の仲裁よりも簡易な手続により行われ

る。あっせん委員が提示することができるあっせん案は、その受諾を当事者

に強いるものではないが、あっせんの手続を経た上で当事者の合意が成立し

た場合には、民法（明治２９年法律第８９号）上の和解が成立したこととな

る。 

 

２ 対象となる紛争 

 

（１）電気事業法上のあっせん 

 

電気供給事業者は、電気供給事業者間の電力の取引に係る契約その他の

取決めであって電気事業法施行令（昭和４０年政令第２０６号）第２５条

で規定するもの（以下「電力の取引に係る契約等」という。）について、一

方が電力の取引に係る契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方

が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は電力の取引に係る契

約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その

他の細目について当事者間の協議が調わないとき1に、あっせんの申請を行

うことができる（電気事業法第３５条第１項）。 

具体的には、例えば、以下の電力の取引に係る契約等に関する紛争が委

員会のあっせんの対象となる（ただし、下記３（２）のとおり、以下の紛

 
1 「協議に応じず」とは、協議をすることすらできない場合（「協議不能」）をいい、

「協議が調わない」とは、協議を開始したものの、契約等の締結については合意に

至らなかった場合（「協議不調」）をいう。 
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争に該当する場合であっても、あっせんがされない場合があることに留意

されたい。）。 

ア 卸取引に係る契約等 

 

電源を有する発電事業者、自家用発電設備設置者や小売電気事業者など

が、小売電気事業者や登録特定送配電事業者などに対し、自らの電源によ

り発電した電気を売電する卸取引を行っている。 

このような場面における、電力の卸売を行う者（発電事業者、自家発電

設備設置者や小売電気事業者など）と小売供給を営む者（小売電気事業者

や登録特定送配電事業者など）との間での卸取引に関する契約等に関する

紛争は、電気事業法上のあっせんの対象となる。 

 

イ 系統接続に係る契約等 

 

実際に発電した電気を供給する場合、発電用電気工作物（電源）と電線

路（系統）を電気的（物理的）に接続する必要がある。 

このような場面における、電源を有する発電事業者、自家用発電設備設

置者や小売電気事業者などと、電線路を維持し、及び運用する一般送配電

事業者、送電事業者や特定送配電事業者との間における、発電用電気工作

物と電線路との接続に係る契約等に関する紛争は、電気事業法上のあっせ

んの対象となる。 

 

ウ 系統接続に付随する契約等 

 

実際に発電した電気を供給する場合は、発電用電気工作物と電線路を電

気的に接続する必要があることに加え、当該接続に係る契約に伴い定める

べき内容、例えば、電気工作物の設置や保守に関する内容についても、併

せて契約を締結する必要がある。 

このような場面における、電源を有する発電事業者、自家用発電設備設

置者や小売電気事業者などと、電線路を維持し、及び運用する一般送配電

事業者、送電事業者や特定送配電事業者との間における契約等に関する紛

争は、電気事業法上のあっせんの対象となる。 

 

エ 託送供給等に関する契約等 

 

自ら電線路の維持及び運用を行っていない小売電気事業者は、一般送配

電事業者や特定送配電事業者の電線路を利用して、需要家に電気を供給し

ている。そして、小売電気事業者は、一般送配電事業者や特定送配電事業

者との間で、送電線の利用に関して、送電線利用、費用負担、インバラン

ス発生時における対応等に関する契約（「接続供給契約」、「託送購入契約」
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等）を締結している。また、発電事業者や自家用発電設備設置者などは、

一般送配電事業者との間で、インバランス発生時における対応等に関する

発電量調整供給契約を締結している。 

このような場面における、託送供給等に係る契約等に関する紛争は、電

気事業法上のあっせんの対象となる。 

また、託送供給契約を締結するに当たっては、複数の小売電気事業者が

一般送配電事業者との間で一つの託送供給契約を締結し、当該複数の小売

電気事業者間で代表契約者を選定する代表契約者制度が利用されることが

ある。このような代表契約者制度の利用に当たっては、複数の小売電気事

業者間で代表契約者の選定、一般送配電事業者との協議、インバランス料

金の精算や託送供給の実施に関する事項等について契約等を締結すること

があり、このような契約等に関する紛争についても、電気事業法上のあっ

せんの対象となる。 

 

オ 部分供給又は分割供給に関する契約等 

  

一つの需要場所に対して、複数の小売電気事業者が供給を行う、いわゆ

る「部分供給」又は「分割供給」が行われることがあり、需要家に電気を

供給する当該事業者間で、事前に、需要家への供給量を定める契約等を締

結する場合がある。 

このような場面における、部分供給又は分割供給に係る契約等に関する

紛争は、電気事業法上のあっせんの対象となる。 

 

（２）ガス事業法上のあっせん 

 

ガス事業者及びガス事業者（ガス製造事業者を除く。）に対するそのガス

事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者（以下「ガス事業

者等」という。）は、ガス事業者等の間のガスの取引に係る契約その他の取

決めであってガス事業法施行令（昭和２９年政令第６８号）第１０条で規

定するもの（以下「ガスの取引に係る契約等」という。）について、一方が

ガスの取引に係る契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協

議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又はガスの取引に係る契約等

の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の

細目について当事者間の協議が調わないときに、あっせんの申請を行うこ

とができる（ガス事業法第１０７条第１項）。 

具体的には、例えば、以下のガスの取引に係る契約等に関する紛争が委

員会のあっせんの対象となる（ただし、下記３（２）のとおり、以下の紛

争に該当する場合であっても、あっせんがされない場合があることに留意

されたい。）。 

 



 

9 
 

ア 卸取引に係る契約等 

 

ガス事業者の供給ガスの主原料となる天然ガスは、主としてＬＮＧの海

外からの輸入により賄われている。このＬＮＧの輸入者については、莫大

な設備投資や長期の引取契約を要するといった理由から、現状は、大手ガ

ス事業者などに限られており、中小ガス事業者の多くは、これらの輸入者

や国産天然ガス事業者から導管又はローリー等による供給という形態でガ

スの卸売を受けている。 

このような場面における、ガスの卸売を行う者（ＬＮＧの輸入者や国産

天然ガス事業者）とガスの卸受けをする者（中小ガス事業者など）との間

での卸取引に関する契約等に関する紛争は、ガス事業法上のあっせんの対

象となる。 

 

イ ガスの導管の接続に係る契約等 

 

天然ガスの供給を行うに当たっては、ガスの導管を利用する必要がある。

そして、一般ガス導管事業者や特定ガス導管事業者は、自ら維持し、及び

運用するガスの導管と、他の一般ガス導管事業者や特定ガス導管事業者が

維持し、及び運用するガスの導管を接続することがある。 

このような場面における、一般ガス導管事業者や特定ガス導管事業者の

間の、ガスの導管の接続に係る契約等に関する紛争は、ガス事業法上のあ

っせんの対象となる。 

 

ウ ガスの導管の接続に付随する契約等 

 

一般ガス導管事業者や特定ガス導管事業者の間において、ガスの導管の

接続を行う場合には、当該接続に係る契約に伴い定めるべき内容、例えば、

ガス工作物の設置や保守に関する内容についても、併せて契約を締結する

必要がある。 

このような場面における、一般ガス導管事業者や特定ガス導管事業者の

間の契約等に関する紛争は、ガス事業法上のあっせんの対象となる。 

 

エ 託送供給等に関する契約等 

 

自ら維持及び運用を行っていない導管によりガス供給を行うガス小売事

業者又はガス製造事業者（以下「ガス託送供給依頼者」という。）が、一般

ガス導管事業者や特定ガス導管事業者の導管を利用して、需要家にガスを

供給する場合には、当該一般ガス導管事業者や特定ガス導管事業者との間

で、導管の利用に関して、引受条件、料金、計量、費用負担、保安等に関

する託送供給契約を締結している。 
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このような場面における、ガス託送供給依頼者と、一般ガス導管事業者

や特定ガス導管事業者との間における託送供給に係る契約等に関する紛争

は、ガス事業法上のあっせんの対象となる。 

 

オ ＬＮＧ基地の第三者利用に関する契約等 

 

前述の通り、ガス事業者の供給ガスの主原料となる天然ガスは、主とし

てＬＮＧの海外からの輸入に依存していることから、ガスの導管網は、Ｌ

ＮＧ基地を中心として需要地に広がる形で敷設されている。このため、国

産天然ガスの供給を除いて、ガス事業者がガス小売事業及びガスの卸売事

業を行うに当たっては、ＬＮＧ基地を起点としてこれらの事業を行ってい

る。しかし、ＬＮＧ基地の建設には、多額の費用と長期間を要することに

加え、大規模需要地の周辺の沿岸では、土地の確保が困難であるなど、建

設が容易ではない。このため、ＬＮＧ基地を保有又は運営する事業者（ガ

ス製造事業者を含む。以下「ＬＮＧ基地事業者」という。）が、自らのＬＮ

Ｇを貯蔵してもなお貯蔵余力がある場合には、ガス小売事業者やガスの卸

売事業を行うガス事業者（以下「ＬＮＧ基地利用者」という。）の求めに応

じて当該ＬＮＧ基地利用者のＬＮＧを貯蔵し、ガスを製造する方法がある。

このような方法を利用する場合には、ＬＮＧ基地事業者とＬＮＧ基地利用

者との間で、当該ＬＮＧ基地の第三者利用（ガス受託製造を含む。）に関す

る契約等を締結する必要がある。 

このような場面における、ＬＮＧ基地の第三者利用に関する契約等に関

する紛争は、ガス事業法上のあっせんの対象となる。 

 

（３）熱供給事業法上のあっせん 

 

熱供給事業者及び当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供す

るための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給（以下「卸

熱供給」という。）を行う事業を営む者は、卸熱供給に関する契約その他の

取決め（以下「卸熱供給に関する契約等」という。）について、一方が卸熱

供給に関する契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に

応じず、若しくは協議が調わないとき、又は卸熱供給に関する契約等の締

結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目

について当事者間の協議が調わないときに、あっせんの申請を行うことが

できる（熱供給事業法第１９条の２第１項）。 

電気事業法上のあっせん及びガス事業法上のあっせんとは異なり、熱供

給事業法上のあっせんは、卸熱供給に関する契約等のみが対象となる紛争

となる。具体的には、例えば、熱源機器等を有する事業者が、熱供給事業

者に対し、自らの熱源機器等により冷却した冷水、加熱した温水又は発生

させた蒸気を熱供給する卸取引を行っている場合、このような場面におけ
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る、卸熱供給を行う事業を営む者と熱供給事業者との間の卸熱供給に関す

る契約等に関する紛争は、熱供給事業法上のあっせんの対象となる（ただ

し、下記３（２）のとおり、以下の紛争に該当する場合であっても、あっ

せんがされない場合があることに留意されたい。）。 
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一方当事者からの申請書の提出 

（電気事業法35Ⅰ及び電気事業法施行規則47の8） 

 

他方当事者に通知 

（電気事業法施行令 26Ⅰ及び
 電気事業法施行規則 47の 5） 

あっせんに適する場合 あっせんに適さない場合 ※１ 

あっせん委員の指名 

（電気事業法35Ⅲ） 

 

他方当事者からの
答弁書の提出

（紛争処理規程 6）

あっせんの実施 
（意見の聴取、あっせん案の提示） 

（電気事業法 35Ⅴ） 

当事者の協議に

よる合意の成立 

あっせん案受諾に
よる合意の成立 

 

解決される見込み
がない場合 ※２ 

 

打切り    ※３
(電気事業法施行令 27及び 

 電気事業法施行規則 47の 5Ⅰ） 

不実行 
（電気事業法 35Ⅱ

及び電気事業法施
行令 26Ⅱ） 

 

※２ ・両者の意見の隔たりが大きく、妥協点 
を見出すことが困難な場合 

・あっせん案を受諾拒否したとき等 
 

※３ ・裁定又は仲裁の申請があった場合にも、 
あっせんの手続は打ち切られる。 

 

３ 手続等 

 

あっせんの手続の概要は、図表１－１、１－２及び１－３のとおりである。 

 

図表１－１ 電気事業法上のあっせんの手続の概要 

 

  

※１  ・性質上あっせんをするのに適当でないと 

認めるとき（他方当事者があっせんを拒否等） 

・不当な目的でみだりにあっせんの申請をした  

と認めるとき（社会的信用の低下を目的等） 

 

解決 

 

・・・当事者の手続 

・・・委員会の手続 
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一方当事者からの申請書の提出 

（ガス事業法107Ⅰ及びガス事業法施行規則170） 

 

他方当事者に通知 

（ガス事業法施行令 11 及び
 ガス事業法施行規則 170） 

あっせんに適する場合 あっせんに適さない場合 ※１ 

あっせん委員の指名 

（ガス事業法107Ⅱ） 

 

他方当事者からの
答弁書の提出

（紛争処理規程 6）

あっせんの実施 
（意見の聴取、あっせん案の提示） 

（ガス事業法 107Ⅱ） 

当事者の協議に

よる合意の成立 

あっせん案受諾に
よる合意の成立 

 

解決される見込み
がない場合 ※２ 

 

打切り    ※３
(ガス事業法施行令 11及び 
 ガス事業法施行規則 170） 

不実行 
（ガス事業法 107
Ⅱ及びガス事業法

施行令 11） 

 

※２ ・両者の意見の隔たりが大きく、妥協点 
を見出すことが困難な場合 

・あっせん案を受諾拒否したとき等 
 

※３ ・裁定又は仲裁の申請があった場合にも、 
あっせんの手続は打ち切られる。 

 

図表１－２ ガス事業法上のあっせんの手続の概要 

 

  

※１  ・性質上あっせんをするのに適当でないと 

認めるとき（他方当事者があっせんを拒否等） 

・不当な目的でみだりにあっせんの申請をした  

と認めるとき（社会的信用の低下を目的等） 

 

解決 

 

・・・当事者の手続 

・・・委員会の手続 
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一方当事者からの申請書の提出 

（熱供給事業法19の2Ⅰ及び熱供給事業法施行規則17） 

 

他方当事者に通知 

（熱供給事業法施行令 5 及び
 熱供給事業法施行規則 17） 

あっせんに適する場合 あっせんに適さない場合 ※１ 

あっせん委員の指名 

（熱供給事業法19の2Ⅱ） 

 

他方当事者からの
答弁書の提出

（紛争処理規程 6）

あっせんの実施 
（意見の聴取、あっせん案の提示） 

（熱供給事業法 19の 2Ⅱ） 

当事者の協議に

よる合意の成立 

あっせん案受諾に
よる合意の成立 

 

解決される見込み
がない場合 ※２ 

 

打切り    ※３
(熱供給事業法施行令 5 及び 

  熱供給事業法施行規則 17） 

不実行 
（熱供給事業法 19
の 2Ⅱ及び熱供給
事業法施行令 5） 

 

※２ ・両者の意見の隔たりが大きく、妥協点 
を見出すことが困難な場合 

・あっせん案を受諾拒否したとき等 
 

※３ ・仲裁の申請があった場合にも、 
あっせんの手続は打ち切られる。 

 

図表１－３ 熱供給事業法上のあっせんの手続の概要 

 

  

※１  ・性質上あっせんをするのに適当でないと 

認めるとき（他方当事者があっせんを拒否等） 

・不当な目的でみだりにあっせんの申請をした  

と認めるとき（社会的信用の低下を目的等） 

 

解決 

 

・・・当事者の手続 

・・・委員会の手続 
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（１）あっせんの申請 

 

ア 申請書の提出 

 

あっせんを申請しようとする者は、申請書に必要事項を記載して、これ

を提出しなければならない（電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令

第７７号）第４７条の８第１項（ガス事業法施行規則（昭和４５年通商産

業省令第９７号）第１７０条及び熱供給事業法施行規則（昭和４７年通商

産業省令第１４３号）第１７条において準用する場合を含む。））。 

また、証拠となるものがある場合においては、それを申請書に添えて提

出しなければならない（同条第２項（ガス事業法施行規則第１７０条及び

熱供給事業法施行規則第１７条において準用する場合を含む。））。 

申請書の様式は、図表２－１、３－１及び４－１のとおりであり、申請

書の記載における留意点は、図表２－２、３－２及び４－２のとおりであ

る。 

なお、手数料は無料である。 

 

イ 申請の窓口 

 

委員会に対するあっせんの申請は、経済産業大臣を経由して行わなけれ

ばならない（電気事業法第３７条、ガス事業法第１０７条第５項及び熱供

給事業法第１９条の２第５項）。なお、申請書の宛名は電力・ガス取引監視

等委員会委員長となることに留意する。 

具体的な申請書の提出先は、電気事業法上のあっせんについては経済産

業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力市場整備室、ガス事業

法上のあっせんについては経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部

政策課ガス市場整備室、熱供給事業法上のあっせんについては経済産業省

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課熱供給産業室となっている。 

また、申請しようとする者の住所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合

事務局長を経由して行うことができる（電気事業法施行規則第４７条の１

０（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施行規則第１７条に

おいて準用する場合を含む。））。この場合の具体的な申請書の提出先は以下

のとおりである。 
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（ア）電気事業法上のあっせん 

 

局名 課室名 

北海道 資源エネルギー環境部電力事業課 

東北 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

関東 資源エネルギー環境部電力事業課 

中部 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

電力・ガス事

業北陸支局 

電力・ガス事業課 

近畿 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

中国 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

四国 資源エネルギー環境部電力・ガス事業室 

九州 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

内閣府沖縄

総合事務局 

経済産業部エネルギー対策課 

 

（イ）ガス事業法上のあっせん 

 

局名 課室名 

北海道 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課

ガス事業室 

東北 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

関東 資源エネルギー環境部ガス事業課 

中部 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課ガス事

業室 

電力・ガス事

業北陸支局 

電力・ガス事業課 

近畿 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

中国 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課ガス事

業室 

四国 資源エネルギー環境部電力・ガス事業室 

九州 資源エネルギー環境部電力・ガス事業課 

内閣府沖縄

総合事務局 

経済産業部石油・ガス課 
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（ウ）熱供給事業法上のあっせん 

 

局名 課室名 

北海道 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

東北 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

関東 資源エネルギー環境部新エネルギー対策課 

中部 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

電力・ガス事

業北陸支局 

電力・ガス事業課 

近畿 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

中国 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

四国 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

九州 資源エネルギー環境部資源エネルギー環境課 

内閣府沖縄

総合事務局 

経済産業部エネルギー対策課 
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図表２－１ あっせん申請書（電気事業法） 
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図表２－２ あっせん申請書（電気事業法）の記載における留意点 

 

 

あ っ せ ん 申 請 書 

      平成○○年○○月○○日            

 殿                     

住 所 東京都○○区××町△-△-△ 

氏 名 ○○株式会社 

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

  電力の取引に係る契約その他の取決めに関する協議が不調のため、電気事業法第 35 条第 

１項の規定により、次のとおりあっせんを申請します。 

 

申請者 連絡先及び電気供給事業者の種別  

申請者 

以外の 

当事者 

氏名（名称及び代表者の氏名）、 

住所、連絡先及び電気供給事業者 

の種別 

 

あっせんを求める事項  

協議の不調又は不能の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  

 備考 １ 「連絡先」には、連絡のとれる電話番号等を記載すること。また、申請者に担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。 

２ 「電気供給事業者の種別」には、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、 

特定送配電事業者、発電事業者又はその他のいずれかを記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、 

署名は必ず本人が自署するものとする。 

 

  

用紙の大きさは、日本

工業規格Ａ列４番で
す。 

相手方が協議に応じ
ないときには「不能」
と、協議に応ずるもの

のその協議が調わな
いときには「不調」と
記載して下さい。 

それぞれ別紙とする

こともできます。 

代表者が自筆で記入
したときは、押印が省

略できます。 



 

20 
 

図表３－１ あっせん申請書（ガス事業法） 
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図表３－２ あっせん申請書（ガス事業法）の記載における留意点 

 

 

あ っ せ ん 申 請 書 

      平成○○年○○月○○日            

 殿                     

住 所 東京都○○区××町△-△-△ 

氏 名 ○○株式会社 

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

  ガスの取引に係る契約その他の取決めに関する協議が不調のため、ガス事業法第１０７条 

第１項の規定により、次のとおりあっせんを申請します。 

 

申請者 連絡先及びガス事業者等の種別  

申請者 

以外の 

当事者 

氏名（名称及び代表者の氏名）、 

住所、連絡先及びガス事業者等 

の種別 

 

あっせんを求める事項  

協議の不調又は不能の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  

 備考 １ 「連絡先」には、連絡のとれる電話番号等を記載すること。また、申請者に担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。 

２ 「ガス事業者等の種別」には、ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、 

特定ガス導管事業者、ガス製造事業者又はその他のいずれかを記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、 

署名は必ず本人が自署するものとする。 

 

  

用紙の大きさは、日本

工業規格Ａ列４番で
す。 

相手方が協議に応じ
ないときには「不能」
と、協議に応ずるもの

のその協議が調わな
いときには「不調」と
記載して下さい。 

それぞれ別紙とする

こともできます。 

代表者が自筆で記入
したときは、押印が省

略できます。 



 

22 
 

図表４－１ あっせん申請書（熱供給事業法） 

 

  



 

23 
 

図表４－２ あっせん申請書（熱供給事業法）の記載における留意点 

 

 

あ っ せ ん 申 請 書 

      平成○○年○○月○○日            

 殿                     

住 所 東京都○○区××町△-△-△ 

氏 名 ○○株式会社 

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

  卸熱供給に関する契約その他の取決めに関する協議が不調のため、熱供給事業法第 19 条 

の２第１項の規定により、次のとおりあっせんを申請します。 

 

申請者 
連絡先及び熱供給事業者又は卸熱

供給を行う事業を営む者の種別 
 

申請者 

以外の 

当事者 

氏名（名称及び代表者の氏名）、 

住所、連絡先及び熱供給事業者又

は卸熱供給を行う事業を営む者の

別 

 

あっせんを求める事項  

協議の不調又は不能の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  

 備考 １ 「連絡先」には、連絡のとれる電話番号等を記載すること。また、申請者に担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、 

署名は必ず本人が自署するものとする。 

 

  

用紙の大きさは、日本

工業規格Ａ列４番で
す。 

相手方が協議に応じ
ないときには「不能」
と、協議に応ずるもの

のその協議が調わな
いときには「不調」と
記載して下さい。 

それぞれ別紙とする

こともできます。 

代表者が自筆で記入
したときは、押印が省

略できます。 
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（２）あっせんをしない場合 

 

ア 要件 

 

以下の場合には、委員会はあっせんをしない。その場合、委員会は、当

事者に対し、遅滞なく、その旨を書面により理由を付して通知する（電気

事業法第３５条第２項（ガス事業法第１０７条第２項及び熱供給事業法第

１９条の２第２項において準用する場合を含む。）、電気事業法施行令第２

６条第２項（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事業法施行令（昭和４

７年政令第４２０号）第５条において準用する場合を含む。）、電気事業法

施行規則第４７条の５第１項（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給

事業法施行規則第１７条において準用する場合を含む。）及び紛争処理規程

第５条第１項）。 

① 事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと委員会が認める

場合（例えば、当事者の一方があっせんを拒否するなどあっせんの

手続を進めることができないことが明らかな場合、当事者間の対立

が激しく当事者の互譲による妥協の余地が全くないことが明らかな

場合、当該事件について推進機関のあっせん・調停手続が行われて

いる場合等） 

② 当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと委員会が認

める場合（例えば、あっせんの申請が、紛争の解決を求める形式を

とってはいるが、実質的には嫌がらせ、相手の社会的信用の低下、

契約の締結の引き延ばし等を目的にしていることが明らかな場合や、

一度解決した紛争の単なる蒸し返しである場合等） 

なお、あっせんが電気事業法、ガス事業法及び熱供給事業法に基づく制

度であることや、電気事業法、ガス事業法及び熱供給事業法に基づき電力

やガスの適正な取引の確保及び熱供給事業の健全な発達を図ることを目的

として選任されたあっせん委員の性質を踏まえると、（ア）電力やガスの取

引及び熱供給事業との関連性が弱く電気事業法、ガス事業法及び熱供給事

業法の目的の枠外となる様な法令の適用のみが問題となる場合（例えば、

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法

律第１０８号）に基づく一般送配電事業者の接続の請求に応ずる義務の解

釈適用のみが問題になる紛争等。）、及び（イ）他の裁判外紛争処理制度が

法令上設けられており、当該制度による方が事件の解決に当たって適切で

あることが明らかである場合にも、上記①の場合としてあっせんをしない

場合があり得ると考えられる。 
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これらの（ア）又は（イ）のような場合においては、必要に応じて、問

題となる法令又は紛争処理制度を所管する他省庁等に連絡をとるとともに

当事者に対してその旨を説明する。あるいは、委員会は必要に応じて関係

行政機関の長その他の関係者に対し資料の提出等の必要な協力を求めるこ

とができるとする電気事業法第６６条の１５、ガス事業法第１８１条及び

熱供給事業法第２８条の６も考慮に入れながら、必要に応じて他省庁等に

意見を求める等の対応を検討する。 

 

イ 電気事業法上のあっせんと推進機関の紛争解決制度との役割分担 

 

電気事業法第２８条の４０第７号は、送配電等業務についての電気供給

事業者からの紛争の解決が推進機関の業務であると規定し、この規定に基

づき推進機関はあっせん・調停の制度を設けている。このため、事業者の

混乱を低減し、より適当な制度を利用してもらうために、当該あっせん・

調停の制度と委員会の電気事業法上のあっせん制度との役割分担をどのよ

うに考えるかについて、整理しておくことが望ましい。 

電気事業法は、委員会のあっせんの対象は、電気供給事業者間の電力の

取引に係る契約等であると規定している（電気事業法第３５条）。 

これに対して、電気事業法は、推進機関の紛争解決制度の対象は「送配

電等業務」（電気事業法第２８条の４０第３号において、一般送配電事業者、

送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び

配電に係る業務と定義される。）についてであると規定している（電気事業

法第２８条の４０第７号）。 

そうすると、電気供給事業者間で送配電等業務に係る契約等が争点とな

るなど、両制度の要件を満たす紛争である場合には、電気供給事業者は委

員会・推進機関のいずれをも紛争処理の依頼先として選択できるが、両制

度には以下の様な性格の違いがある。このため、これらの観点から、推進

機関のあっせん・調停で扱った方が適当であると考えられる紛争について

は、当事者に対して、推進機関のあっせん・調停の存在を説明する等の適

切な対応をとることが望まれる。 

（Ａ） 経済産業省の下に設置される委員会の電気事業法上のあっせん

は、国の行政機関として電気事業法及び関係法令の解釈を示す

必要がある紛争に適している（例えば、一般送配電事業者が小

売電気事業者と託送供給に係る契約を締結するに当たって、電

気事業法第２３条第１項第２号の特定の電気供給事業者に対す
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る差別的取扱いの禁止の規定について先例のない解釈の争いが

生じた場合） 

（Ｂ） 電気事業の遂行に当たっての広域的運営を担う推進機関の紛争

解決制度は、送配電等業務に直接関わる紛争や推進機関が定め

たルールに関する紛争に適している（例えば、一般送配電事業

者と小売電気事業者との託送供給に係る契約に関し、技術的な

観点から正常な系統運用に与える支障の有無についての争いが

生じた場合、系統接続に係る契約に関し、工事費負担金の金額

や工期についての争いが生じた場合又は送配電等業務指針の規

定に関する争いが生じた場合） 

 

（３）相手方への通知 

 

あっせんの申請がなされたときは、委員会は、申請書の写しを添えて、

その相手方に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知する（電気事業法

施行令第２６条第１項（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事業法施行

令第５条において準用する場合を含む。）並びに電気事業法施行規則第４７

条の５第１項及び第２項（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業

法施行規則第１７条において準用する場合を含む。））。 

委員会は、この通知をする際、相当の期間を指定して適宜の様式により

答弁書の提出を求めることができる（紛争処理規程第６条）。 

 

（４）あっせん委員の指名 

 

委員会は、あらかじめ指定する委員等のうちから、事件ごとに、あっせ

んを行うあっせん委員を指名する（電気事業法第３５条第３項（ガス事業

法第１０７条第２項及び熱供給事業法第１９条の２第２項において準用す

る場合を含む。）及び電力・ガス取引監視等委員会令（平成２７年政令第３

０９号）第１条第１項）。 

委員会は、委員等のうち、事件の当事者と特別な関係にある者をあっせ

ん委員に指名しない（紛争処理規程第１条第１項）。 

また、委員会は、既にあっせん委員に指名された委員等が事件の当事者

と特別な関係にあることが判明したときは、速やかに当該指名を取り消す

（同条第２項）。 
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なお、委員等は、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれの

ある事情がある場合には、事件を担当することができない旨を委員会に申

し出る（同規程第２条）。 

 

（５）代理人又は補佐人の参加 

 

当事者は、弁護士、弁護士法人又は委員会の承認を得た適当な者を代理

人とすることができる。代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

また、当事者又は代理人は、あっせん委員の許可を得て、補佐人（当事者

又は代理人の意見の陳述などを補助する者）とともに出頭することができ

る（紛争処理規程第３条）。 

 

（６）意見の聴取 

 

あっせん委員は、両当事者から意見を聴取し、又は両当事者に対し報告

を求めることができる（電気事業法第３５条第５項（ガス事業法第１０７

条第２項及び熱供給事業法第１９条の２第２項において準用する場合を含

む。））。 

 

（７）手続の分離又は併合 

 

あっせん委員は、適当と認めるときは、当事者全員の合意を得て、あっ

せんの手続を分離し、又は併合することができる（紛争処理規程第４条）。 

 

（８）あっせん手続の非公開 

 

あっせん委員の行うあっせんの手続は、非公開とする。ただし、あっせ

ん委員は、必要と認めるときは、相当と認める者に傍聴を許すことができ

る（電気事業法施行令第３３条（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事

業法施行令第５条において準用する場合を含む。））。 

あっせんの手続においてあっせん委員又は委員会事務局が作成し、又は

取得した資料は、原則として非公開とする（公開等決定第１項）。 

ただし、委員会は、次のいずれかの場合には、当該資料を委員会事務局

において一般の閲覧に供することができる（同項）。 

（Ａ） 当事者がその公開を承諾する場合 
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（Ｂ） （Ａ）の場合のほか、その公開が委員会の運営及び紛争の公正かつ

円滑な解決の妨げになるものではなく、かつ、行政機関の保有する

情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）第５条に規定

された不開示情報（同法に従って開示が可能な情報を除く。以下「不

開示情報」という。）又は個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）第２条第１項に規定された個人情報（同法に従って

利用又は提供が可能な情報を除く。以下「個人情報」という。）が記

録されていないものとして、委員会が公開を適当と認める場合 

 

（９）あっせん案の提示 

 

あっせん委員は、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを当事

者に提示することができる（電気事業法第３５条第５項（ガス事業法第１

０７条第２項及び熱供給事業法第１９条の２第２項において準用する場合

を含む。））。 

あっせん案の提示は必ず行われるものではなく、また、これに応ずるか

否かについては、当事者の任意である。 

 

（１０）あっせんの終了・打切り 

 

当事者間において合意が成立した場合には、民法上の和解が成立したこ

ととなり、権利関係が確定し（民法第６９５条及び第６９６条）、あっせん

は終了する。 

当事者が経済産業大臣に対して裁定の申請をした場合（電気事業法上の

あっせんに限る。）又は委員会に対して仲裁の申請をした場合においては、

あっせんは打ち切られる（電気事業法第３５条第６項（ガス事業法第１０

７条第２項及び熱供給事業法第１９条の２第２項において準用する場合を

含む。））。 

また、委員会は、あっせんに係る紛争についてあっせんによる解決の見

込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる（電気事業

法施行令第２７条第１項（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事業法施

行令第５条において準用する場合を含む。））。この規定に基づきあっせんを

打ち切ったときは、委員会は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を書面に

より理由を付して通知する（同条第２項（ガス事業法施行令第１１条及び

熱供給事業法施行令第５条において準用する場合を含む。）、電気事業法施

行規則第４７条の５第１項（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事
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業法施行規則第１７条において準用する場合を含む。）及び紛争処理規程第

５条第２項）。 

 

（１１）あっせん手続に関する事実の公表 

 

委員会は、毎年、あっせん手続の処理状況について公表する（電気事業

法第６６条の１６）。 

委員会は、あっせんの申請の受理及び手続の終了の年月日（あっせんを

しないものとした場合には、あっせんをしないものとした年月日）を公表

することができる（公開等決定第２項）。 

また、委員会は、次のいずれかに該当する場合には、あっせんの手続に

関する主な経過、当事者の主な主張及び結果の概要を公表することができ

る。 

（Ａ） 当事者がその公表を承諾する場合 

（Ｂ） （Ａ）の場合のほか、その公表が委員会の運営又は紛争の公正かつ

円滑な解決の妨げになるものではなく、かつ、不開示情報又は個人

情報が記録されていないものとして、委員会が公表を適当と認める

場合 

 

（１２）あっせんの状況の報告 

 

委員会は、国の会計年度の経過後１月以内に、当該会計年度におけるあ

っせんの状況に関する次に掲げる事項について、経済産業大臣に対して報

告する（電気事業法施行令第３４条（ガス事業法施行令第１１条及び熱供

給事業法施行令第５条において準用する場合を含む。）及び電気事業法施行

規則第４７条の７（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施行

規則第１７条において準用する場合を含む。））。 

① あっせんの申請件数 

② あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の

件数 

③ あっせんにより解決した事件の件数 

④ その他委員会の事務に関し重要な事項 
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第２節 仲裁 

 

１ 趣旨 

 

委員会の仲裁は、下記２に記載する紛争が生じた場合において、当事者が、

委員会が指名する仲裁委員が行う仲裁判断に服することに合意して行われる

紛争解決の制度である。仲裁判断は、確定判決と同一の効力が発生し、当事

者は、仲裁判断に不満があったとしても、手続上瑕疵のある場合を除いて訴

訟で争うことができない。 

また、仲裁判断が命ずる給付は、執行決定により強制執行の対象となるも

のである。このため、仲裁については、あっせんと異なり厳格な手続が取ら

れる。 

 

２ 対象となる紛争 

 

（１）電気事業法上の仲裁 

 

電気供給事業者間の電力の取引に係る契約等について、電力の取引に係

る契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その

他の細目について当事者間の協議が調わないときに、仲裁の申請を行うこ

とができる（電気事業法第３６条第１項）。 

具体的には、例えば、卸取引に係る契約・取決め等、系統接続に係る契

約等、系統接続に付随する契約等、託送供給等に関する契約等、部分供給

又は分割供給に関する契約等に関する紛争が委員会の仲裁の対象となる。 

あっせんとは異なり、これらの契約等について、一方が電力の取引に係

る契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又

は協議が整わないときは、委員会の仲裁の対象とはならない。 

ただし、当事者が経済産業大臣に対して裁定の申請をした後は、電気事

業法上の仲裁を申請することができない（電気事業法第３６条第１項ただ

し書）。 

 

（２）ガス事業法上の仲裁 

 

ガス事業者等の間のガスの取引に係る契約等について、ガスの取引に係

る契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その
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他の細目について当事者間の協議が調わないときに、仲裁の申請を行うこ

とができる（ガス事業法第１０７条第３項）。 

具体的には、例えば、卸取引に係る契約等、ガスの導管の接続に係る契

約等、ガスの導管の接続に付随する契約等、託送供給等に関する契約等、

ＬＮＧ基地の第三者利用に関する契約等に関する紛争が委員会の仲裁の対

象となる。 

あっせんとは異なり、これらの契約等について、一方がガスの取引に係

る契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又

は協議が整わないときは、委員会の仲裁の対象とはならない。 

ただし、当事者が経済産業大臣に対して裁定の申請をした後は、ガス事

業法上の仲裁を申請することができない（ガス事業法第１０７条第３項た

だし書）。 

 

（３）熱供給事業法上の仲裁 

 

熱供給事業者及び卸熱供給を行う事業を営む者の間の卸熱供給に関する

契約等について、卸熱供給に関する契約等の締結に関し、当事者が取得し、

又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わな

いときに、仲裁の申請を行うことができる（熱供給事業法第１９条の２第

３項）。 

あっせんとは異なり、卸熱供給に関する契約等について、一方が卸熱供

給に関する契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応

じず、又は協議が整わないときは、委員会の仲裁の対象とはならない。 

 

（４）仲裁の手続を利用することが実際上適当でない場合 

 

仲裁が電気事業法、ガス事業法及び熱供給事業法に基づく制度であるこ

とや、電気事業法、ガス事業法及び熱供給事業法に基づき電力やガスの適

正な取引の確保及び熱供給事業の健全な発達を図ることを目的として選任

された仲裁委員の性質を踏まえると、（ア）電力やガスの取引及び熱供給事

業との関連性が弱く電気事業法、ガス事業法及び熱供給事業法の目的の枠

外となる様な法令の適用のみが問題となる場合、及び（イ）他の裁判外紛

争処理制度が法令上設けられており、当該制度による方が事件の解決に当

たって適切であることが明らかである場合には、仲裁の手続を利用するこ

とは実際上適当でない場合があり得よう（仲裁については、上記第１節３

（２）のあっせんに係る電気事業法第３５条第２項、ガス事業法第１０７
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条第２項及び熱供給事業法第１９条の２第３項の様な規定はないものの、

下記３（１）のとおり当事者双方からの申請が必要であるところ、これら

の場合には仲裁を利用することについて当事者双方の合意が得られないこ

とが考えられる。）。 

なお、このような（ア）又は（イ）のような場合においては、必要に応

じて、問題となる法令又は紛争処理制度を所管する他省庁等に連絡をとる

とともに当事者に対してその旨を説明する。あるいは、委員会は必要に応

じて関係行政機関の長その他の関係者に対し資料の提出等の必要な協力を

求めることができるとする電気事業法第６６条の１５、ガス事業法第１８

１条及び熱供給事業法第２８条の６も考慮に入れながら、必要に応じて他

省庁等に意見を求める等の対応を検討する。 
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３ 手続等 

 

仲裁の手続の概要は、図表５－１、５－２及び５－３のとおりである。 

 

図表５－１ 電気事業法上の仲裁の手続の概要 

 

 
  

和解の試み 
（電気事業法 36Ⅳ及び仲裁法 38Ⅳ） 

仲裁判断 

当事者双方からの申請書の提出 
（電気事業法 36Ⅰ及び電気事業法施行規則 47の 9） 

・・・当事者の手続 

・・・委員会の手続 

仲裁委員の選定につき当事者が 
合意した場合には、当該合意の通知 

(電気事業法 36Ⅲ本文、電気事業法施行令 29Ⅱ及び電気事業法施

行規則 47の 5Ⅰ) 

仲裁委員の指名 
（電気事業法 36Ⅲ） 

両当事者に通知 
（電気事業法施行令 30 及び電気事業法施行

規則 47 の 5Ⅰ） 

（必要に応じて実施） 

仲裁判断内容の履行 

※ 場合により強制執行 

（仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する。 
（電気事業法 36Ⅳ及び仲裁法 45Ⅰ）） 

仲裁委員の候補の名簿の送付 
（電気事業法施行令 29Ⅰ） 

仲裁委員の選定につき 
当事者の合意がなかった場合 

 

仲裁廷における審理・調査 
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図表５－２ ガス事業法上の仲裁の手続の概要 

 

 
  

和解の試み 
（ガス事業法 107Ⅳ及び仲裁法 38Ⅳ） 

仲裁判断 

当事者双方からの申請書の提出 
（ガス事業法 107Ⅲ及びガス事業法施行規則 170） 

・・・当事者の手続 

・・・委員会の手続 

仲裁委員の選定につき当事者が 
合意した場合には、当該合意の通知 

(ガス事業法 107Ⅳ、ガス事業法施行令 11 及びガス事業法施行規

則 170) 

仲裁委員の指名 
（ガス事業法 107Ⅳ） 

両当事者に通知 
（ガス事業法施行令 11 及びガス事業法施行

規則 170） 

（必要に応じて実施） 

仲裁判断内容の履行 

※ 場合により強制執行 

（仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する。 
（ガス事業法 107Ⅳ及び仲裁法 45Ⅰ）） 

仲裁委員の候補の名簿の送付 
（ガス事業法施行令 11） 

仲裁委員の選定につき 
当事者の合意がなかった場合 

仲裁廷における審理・調査 
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図表５－３ 熱供給事業法上の仲裁の手続の概要 

 

 
  

和解の試み 
（熱供給事業法 19の 2Ⅳ及び仲裁法 38Ⅳ） 

仲裁判断 

当事者双方からの申請書の提出 
（熱供給事業法 19の 2Ⅲ及び熱供給事業法施行規則 17） 

・・・当事者の手続 

・・・委員会の手続 

仲裁委員の選定につき当事者が 
合意した場合には、当該合意の通知 

(熱供給事業法 19 の 2Ⅳ、熱供給事業法施行令 5及び熱供給事業

法施行規則 17) 

仲裁委員の指名 
（熱供給事業法 19の 2Ⅳ） 

両当事者に通知 
（熱供給事業法施行令 5及び熱供給事業法施

行規則 17） 

（必要に応じて実施） 

仲裁判断内容の履行 

※ 場合により強制執行 

（仲裁判断は確定判決と同一の効力を有する。 
（熱供給事業法 19 の 2Ⅳ及び仲裁法 45Ⅰ）） 

仲裁委員の候補の名簿の送付 
（熱供給事業法施行令 5） 

仲裁委員の選定につき 
当事者の合意がなかった場合 

 

仲裁廷における審理・調査 
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（１）仲裁の申請 

 

ア 申請者 

 

仲裁の申請は、当事者の双方から行うことが必要である（電気事業法第

３６条第１項、ガス事業法第１０７条第３項及び熱供給事業法第１９条の

２第３項）。 

 

イ 申請書の提出 

 

仲裁を申請しようとする者は、申請書に仲裁判断を求める事項等の必要

事項を記載して、これを提出しなければならない（電気事業法施行規則第

４７条の９第１項（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施行

規則第１７条において準用する場合を含む。））。 

また、証拠となるものがある場合や仲裁合意を証する書面がある場合に

おいては、それを申請書に添えて提出しなければならない（同条第２項及

び第３項（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施行規則第１

７条において準用する場合を含む。））。 

申請書の様式は、図表６－１、７－１及び８－１のとおりであり、申請

書の記載における留意点は、図表６－２、７－２及び８－２のとおりであ

る。 

なお、手数料は無料である。また、仲裁の申請に先立ってあっせんの手

続がとられている必要はない。 

 

ウ 申請の窓口 

 

委員会に対する仲裁の申請は、経済産業大臣を経由して行わなければな

らない（電気事業法第３７条、ガス事業法第１０７条第５項及び熱供給事

業法第１９条の２第５項）。なお、申請書の宛名は電力・ガス取引監視等委

員会委員長となることに留意する。 

具体的な申請書の提出先は、電気事業法上の仲裁については経済産業省

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力市場整備室、ガス事業法上

の仲裁については経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課ガ

ス市場整備室、熱供給事業法上の仲裁については経済産業省資源エネルギ

ー庁電力・ガス事業部政策課熱供給産業室となっている。 
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また、申請しようとする者の住所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合

事務局長を経由して行うことができる（電気事業法施行規則第４７条の１

０（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施行規則第１７条に

おいて準用する場合を含む。））。この場合の具体的な申請書の提出先は、上

記第１節３（１）イの各表のとおりである。 
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図表６－１ 仲裁申請書（電気事業法） 
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図表６－２ 仲裁申請書（電気事業法）の記載における留意点 

 

 

仲 裁 申 請 書 

平成○○年○○月○○日            

 殿                     

住 所 東京都○○区××町△-△-△ 

氏 名 ○○株式会社 

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

  電力の取引に係る契約その他の取決めに関する協議が不調のため、電気事業法第 36 条第 

１項の規定により、次のとおり仲裁を申請します。 

申請者 連絡先及び電気供給事業者の種別  

申請者 

以外の 

当事者 

氏名（名称及び代表者の氏名）、 

住所、連絡先及び電気供給事業者 

の種別 

 

仲裁判断を求める事項  

協議の不調の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  

 備考 １ 「連絡先」には、連絡のとれる電話番号等を記載すること。また、申請者に担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。 

２ 「電気供給事業者の種別」には、小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、 

特定送配電事業者、発電事業者又はその他のいずれかを記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、 

署名は必ず本人が自署するものとする。 

  

用紙の大きさは、日本

工業規格Ａ列４番で
す。 

それぞれ別紙とする

こともできます。 

代表者が自筆で記入
したときは、押印が省

略できます。 
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図表７－１ 仲裁申請書（ガス事業法） 
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図表７－２ 仲裁申請書（ガス事業法）の記載における留意点 

 

 

仲 裁 申 請 書 

平成○○年○○月○○日            

 殿                     

住 所 東京都○○区××町△-△-△ 

氏 名 ○○株式会社 

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

  ガスの取引に係る契約その他の取決めに関する協議が不調のため、ガス事業法第１０７条 

第３項の規定により、次のとおり仲裁を申請します。 

 

申請者 連絡先及びガス事業者等の種別  

申請者 

以外の 

当事者 

氏名（名称及び代表者の氏名）、 

住所、連絡先及びガス事業者等 

の種別 

 

仲裁判断を求める事項  

協議の不調の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  

 備考 １ 「連絡先」には、連絡のとれる電話番号等を記載すること。また、申請者に担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。 

２ 「ガス事業者等の種別」には、 

ガス小売事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、ガス製造事業者又は 

その他のいずれかを記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、 

署名は必ず本人が自署するものとする。 

  

用紙の大きさは、日本

工業規格Ａ列４番で
す。 

それぞれ別紙とする

こともできます。 

代表者が自筆で記入
したときは、押印が省

略できます。 
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図表８－１ 仲裁申請書（熱供給事業）  
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図表８－２ 仲裁申請書（熱供給事業法）の記載における留意点 

 

 

仲 裁 申 請 書 

平成○○年○○月○○日            

 殿                     

住 所 東京都○○区××町△-△-△ 

氏 名 ○○株式会社 

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

  卸熱供給に関する契約その他の取決めに関する協議が不調のため、熱供給事業法第 19 条の２ 

第３項の規定により、次のとおり仲裁を申請します。 

 

申請者 連絡先及び電気供給事業者の種別  

申請者 

以外の 

当事者 

氏名（名称及び代表者の氏名）、 

住所、連絡先及び熱供給事業者又は

卸熱供給を行う事業を営む者 

の種別 

 

仲裁判断を求める事項  

協議の不調の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  

 備考 １ 「連絡先」には、連絡のとれる電話番号等を記載すること。また、申請者に担当部 

署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、 

署名は必ず本人が自署するものとする。 

  

用紙の大きさは、日本

工業規格Ａ列４番で
す。 

それぞれ別紙とする
こともできます。 

代表者が自筆で記入
したときは、押印が省

略できます。 
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（２）仲裁委員の指名 

 

委員会は、あらかじめ指定した委員等のうちから、事件ごとに、仲裁を

行う３人の仲裁委員を指名する（電気事業法第３６条第２項及び第３項（ガ

ス事業法第１０７条第４項及び熱供給事業法第１９条の２第４項において

準用する場合を含む。）並びに電力・ガス取引監視等委員会令第１条第１項）。 

指名の手続は、次のとおりである。 

 

ア 名簿の写しの送付 

 

委員会は、あらかじめ指定した委員等の氏名及び職業、経歴並びに任命

及び任期満了の年月日を記載する名簿（以下単に「名簿」という。）を作成

し（電気事業法施行令第２８条（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事

業法施行令第５条において準用する場合を含む。）及び電気事業法施行規則

第４７条の６（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施行規則

第１７条において準用する場合を含む。））、その写しを両当事者に送付する

（電気事業法施行令第２９条（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事業

法施行令第５条において準用する場合を含む。））。 

 

イ 指名の欠格・公正性等に疑いを生じさせる事実の開示 

 

委員会は、仲裁の申請がなされた場合において、あらかじめ指定した委

員等について当該申請に係る事件に関し公正性又は独立性に疑いを生じさ

せる事実があるときは、その事実の要旨を当事者に対して開示する（紛争

処理規程第８条）。この開示は、名簿の写しを送付する際に行うほか、仲裁

委員について該当する事実の存在が判明したときに速やかに行う（同条第

２項）。 

なお、委員等は、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれの

ある事情がある場合には、事件を担当することができない旨を委員会に申

し出る（同規程第２条）。 

 

ウ 当事者の合意による選定に基づく仲裁委員の指名 

 

当事者は、名簿に記載された委員等のうちから仲裁委員となるべき者を

合意によって選定する（電気事業法第３６条第３項（ガス事業法第１０７
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条第４項及び熱供給事業法第１９条の２第４項において準用する場合を含

む。））。 

当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、書面によ

り、その者の氏名を名簿の写しの送付を受けた日から２週間以内に委員会

に対し通知しなければならない（電気事業法施行令第２９条第２項（ガス

事業法施行令第１１条及び熱供給事業法施行令第５条において準用する場

合を含む。）及び電気事業法施行規則第４７条の５第１項（ガス事業法施行

規則第１７０条及び熱供給事業法施行規則第１７条において準用する場合

を含む。））。この期間内に通知がなかったときは、当事者の合意による選定

がなされなかったものとみなされる（電気事業法施行令第２９条第３項（ガ

ス事業法施行令第１１条及び熱供給事業法施行令第５条において準用する

場合を含む。））。 

委員会は、当事者が合意により選定した者につき、仲裁委員に指名する

（電気事業法第３６条第３項（ガス事業法第１０７条第４項及び熱供給事

業法第１９条の２第４項において準用する場合を含む。））。 

 

エ 当事者の合意による選定がなされない場合における仲裁委員の指名 

 

当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされなかったとき

は、委員会は、名簿に記載された委員等のうちから、事件の性質、当事者

の意思等を勘案して仲裁委員を指名する（電気事業法第３６条第３項ただ

し書（ガス事業法第１０７条第４項及び熱供給事業法第１９条の２第４項

において準用する場合を含む。）及び電気事業法施行令第３０条（ガス事業

法施行令第１１条及び熱供給事業法施行令第５条において準用する場合を

含む。））。委員会は、仲裁委員の指名に当たっては、必要に応じて当事者の

意見を聴取し、この意見を勘案して仲裁委員を指名するが、当事者の意見

に拘束されるものではない。ただし、委員会は、事件の当事者と特別な関

係にある者を仲裁委員に指名しない（紛争処理規程第１条第１項）。 

また、委員会は、既に仲裁委員に指名された委員等が事件の当事者と特

別な関係にあることが判明したときは、速やかに当該指名を取り消す（同

条第２項）。 

 

オ 仲裁委員の指名の通知 

 

委員会は、当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされな

かったときにおいて仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、
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その氏名を書面により通知する（電気事業法施行令第３０条（ガス事業法

施行令第１１条及び熱供給事業法施行令第５条において準用する場合を含

む。）及び電気事業法施行規則第４７条の５第１項（ガス事業法施行規則第

１７０条及び熱供給事業法施行規則第１７条において準用する場合を含

む。））。 

 

カ 仲裁委員が欠けた場合の措置 

 

委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合

においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知する（電

気事業法施行令第３１条第１項（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事

業法施行令第５条において準用する場合を含む。）及び電気事業法施行規則

第４７条の５第１項（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施

行規則第１７条において準用する場合を含む。））。 

仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員の指名の手続も、アから

オまでのとおりである（電気事業法施行令第３１条第２項（ガス事業法施

行令第１１条及び熱供給事業法施行令第５条において準用する場合を含

む。））。 

 

（３）仲裁委員の忌避 

 

当事者は、仲裁委員に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁委員を忌

避することができる（仲裁法（平成１５年法律第１３８号）第１８条第１

項）。 

① 当事者の合意により定められた仲裁委員の要件を具備しないとき。 

② 仲裁委員の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。 

ただし、仲裁委員を選定し、又は当該仲裁委員の指名について推薦その

他これに類する関与をした当事者は、当該選任後に知った事由を忌避の原

因とする場合に限り、当該仲裁委員を忌避することができる（同条第２項）。 

仲裁委員の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、仲裁廷（指

名された３人の仲裁委員による合議体をいう。以下同じ。）が行う（同法第

１９条第２項）。仲裁委員の忌避の申立ては、仲裁委員の指名があったこと

を知った日又は①若しくは②の事由のいずれかがあることを知った日のい

ずれか遅い日から１５日以内に、忌避の原因を記載した申立書を仲裁廷に

提出することにより行わなければならない（同条第３項前段）。 
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仲裁廷は、申立てに係る仲裁委員に忌避の原因があると認めるときは、

忌避を理由があるとする決定をする（同項後段）。 

仲裁委員の忌避を理由がないとする決定がされた場合には、その忌避を

した当事者は、当該決定の通知を受けた日から３０日以内に、裁判所に対

し、当該仲裁委員の忌避の申立てをすることができる（同条第４項前段）。

この場合において、裁判所は、当該仲裁委員に忌避の原因があると認める

ときは、忌避を理由があるとする決定をしなければならない（同項後段）。

ただし、仲裁廷は、当該申立てに係る事件が裁判所に係属する間において

も、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる

（同条第５項）。 

 

（４）仲裁委員の解任の申立て 

 

当事者は、以下に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁委員の

解任の申立てをすることができる。この場合において、裁判所は、当該仲

裁委員にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁委員を解

任する決定をしなければならない（仲裁法第２０条）。 

① 仲裁委員が法律上又は事実上その任務を遂行することができなくな

ったとき。 

② 仲裁委員がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。 

 

（５）仲裁廷の仲裁権限の有無についての判断 

 

仲裁廷は、仲裁合意の存否又は効力に関する主張についての判断その他

自己の仲裁権限（仲裁手続における審理及び仲裁判断を行う権限をいう。）

の有無についての判断を示すことができる（仲裁法第２３条第１項）。 

仲裁廷が仲裁権限を有しない旨の主張は、その原因となる事由が仲裁手

続の進行中に生じた場合にあってはその後速やかに、その他の場合にあっ

ては本案についての最初の主張書面の提出の時（口頭審理において口頭で

最初に本案についての主張をする時を含む。）までに、しなければならない

（同条第２項本文）。ただし、仲裁権限を有しない旨の主張の遅延について

正当な理由があると仲裁廷が認めるときは、この限りでない（同項ただし

書）。 

仲裁廷は、仲裁廷が仲裁権限を有しない旨の適法な主張があったときは、

自己が仲裁権限を有する旨の判断を示す場合にあっては仲裁判断前の独立

の決定又は仲裁判断により、自己が仲裁権限を有しない旨の判断を示す場
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合にあっては仲裁手続の終了決定を行うことにより、当該主張に対する判

断を示す（同条第４項）。 

仲裁廷が仲裁判断前の独立の決定において自己が仲裁権限を有する旨の

判断を示したときは、当事者は、当該決定の通知を受けた日から３０日以

内に、裁判所に対し、当該仲裁廷が仲裁権限を有するかどうかについての

判断を求める申立てをすることができる（同条第５項前段）。この場合にお

いて、当該申立てに係る事件が裁判所に係属する場合であっても、当該仲

裁廷は、必要があると認めるときは、仲裁手続を続行し、かつ、仲裁判断

をすることができる（同項後段）。 

 

（６）代理人又は補佐人の参加 

 

当事者は、弁護士、弁護士法人又は委員会の承認を得た適当な者を代理

人とすることができる。代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

また、当事者又は代理人は、仲裁廷の許可を得て、補佐人（当事者又は代

理人の意見の陳述などを補助する者）とともに出頭することができる（紛

争処理規程第３条）。 

 

（７）仲裁廷の議事 

 

仲裁廷は、仲裁委員の中から仲裁廷の長を選任する（仲裁法第３７条第

１項）。 

仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁委員の過半数で決する（同条第

２項）。ただし、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は

他のすべての仲裁委員の委任があるときは、仲裁廷の長が決する（同条第

３項）。 

 

（８）手続の分離又は併合 

 

仲裁廷は、適当と認めるときは、当事者全員の合意を得て、仲裁手続を

分離し、又は併合することができる（紛争処理規程第４条）。 

 

（９）暫定措置又は保全措置 

 

仲裁廷は、当事者の一方の申立てにより、いずれの当事者に対しても、

紛争の対象について仲裁廷が必要と認める暫定措置又は保全措置を講ずる
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ことを命ずることができる（仲裁法第２４条第１項）。仲裁廷は、この暫定

措置又は保全措置を講ずるについて、相当な担保を提供することを命ずる

ことができる（同条第２項）。 

 

（１０）準備手続 

 

仲裁の審理の指揮を行う仲裁委員は、仲裁委員の一人又は二人をして争

点又は証拠の整理その他の準備手続を行わせることができる（紛争処理規

程第１０条第１項）。仲裁の審理期日に仲裁委員の一人又は二人が欠席した

ときは、出席した仲裁委員は、準備手続を任意に行うことができる（同条

第２項）。 

準備手続を行った仲裁委員は、当該準備手続後の最初の審理期日までに、

欠席した仲裁委員に対してその結果を報告しなければならない。 

 

（１１）審理・調査 

 

ア 審理 

 

（ア）当事者の平等原則 

仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われ、事案について

説明する十分な機会が与えられる（仲裁法第２５条第１項及び第２項）。 

 

（イ）仲裁手続の方法 

仲裁廷は、当事者の合意及び仲裁法に反しない限り、適当と認める

方法によって仲裁手続を実施する（仲裁法第２６条第２項）。 

 

（ウ）異議権の放棄 

仲裁手続においては、当事者は、法令又は当事者間の合意により定

められた仲裁手続の準則（いずれも公の秩序に関しないものに限る。）

が遵守されていないことを知りながら、遅滞なく異議を述べないとき

は、異議を述べる権利を放棄したものとみなす（仲裁法第２７条）。 

 

（エ）仲裁地 

仲裁地は、当事者が合意により定める（紛争処理規程第９条第１項）。

当該合意がないときは、東京都とする（同条第２項）。 
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ただし、以下については、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁

廷が適当と認めるいかなる場所においても行うことができる（同条第

３項）。 

① 仲裁廷の評議 

② 当事者、鑑定人又は第三者の陳述の聴取 

③ 物又は文書の見分 

④ ②及び③のほか、事実関係につき行う調査 

 

（オ）言語 

仲裁手続のうち、口頭によるもの、当事者が行う書面による陳述又

は通知及び仲裁廷が行う書面による決定（仲裁判断を含む。）又は通知

においては、当事者の合意がない限り、仲裁廷が使用する言語を定め

る（仲裁法第３０条第２項及び第３項）。仲裁廷は、証拠書類について、

このような言語による翻訳文を添付することを命ずることができる

（同条第４項）。 

 

（カ）当事者の陳述 

すべての当事者は、仲裁手続の進行中において、自己の陳述の変更

又は追加をすることができる（仲裁法第３１条第３項本文）。ただし、

これが時機に後れてされたものであるときは、仲裁廷は、これを許さ

ないことができる（同項ただし書）。 

 

（キ）口頭審理 

仲裁廷は、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭

審理を実施することができる（仲裁法第３２条第１項本文）。仲裁廷は、

一方の当事者が口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続にお

ける適切な時期に、口頭審理を実施する（同条ただし書）。意見の聴取

又は物若しくは文書の見分を行うために口頭審理を行うときは、仲裁

廷は、当該口頭審理の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、

当該口頭審理の日時及び場所を通知する（同条第３項）。 

 

イ 証拠の扱い 

 

（ア）証拠に関する判断の権限 
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仲裁廷は、証拠に関し、証拠としての許容性、取調べの必要性及び

その証明力についての判断をする権限を有する（仲裁法第２６条第２

項及び第３項）。 

 

（イ）仲裁廷に提供した記録の取扱い 

当事者は、主張書面、証拠書類その他の記録を仲裁廷に提供したと

きは、他の当事者がその内容を知ることができるようにする措置を執

らなければならない（仲裁法第３２条第４項）。 

 

（ウ）証拠資料の閲覧 

仲裁廷は、仲裁判断その他の仲裁廷の決定の基礎となるべき証拠資

料の内容を、当事者が委員会事務局において閲覧できるようにする（紛

争処理規程第１２条）。 

 

（エ）不熱心な当事者がいる場合の取扱い 

仲裁廷は、一方の当事者が、正当な理由なく口頭審理の期日に出頭

せず、又は証拠書類を提出しないときは、その時までに収集された証

拠に基づいて、仲裁判断をすることができる（仲裁法第３３条第３項）。 

 

ウ 事実関係の調査 

 

（ア）文書及び物件の提出 

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、

当事者の申出により、相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係の

ある文書又は物件の提出を求めることができる（電気事業法施行令第

３２条（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事業法施行令第５条に

おいて準用する場合を含む。））。 

 

（イ）仲裁廷による鑑定人の選任等 

仲裁廷は、必要と認めるときは、１人又は２人以上の鑑定人を選任

し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果を

報告させることができる（仲裁法第３４条第１項）。この場合において、

仲裁廷は、当事者に対し、次に掲げる行為をすることを求めることが

できる（同条第２項）。 

① 鑑定に必要な情報を鑑定人に提供すること。 
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② 鑑定に必要な文書その他の物を、鑑定人に提出し、又は鑑定人

が見分をすることができるようにすること。 

当事者の求めがあるとき又は仲裁廷が必要と認めるときは、鑑定人

は、上記報告をした後、口頭審理の期日に出頭しなければならない（同

条第３項）。 

当事者は、この口頭審理の期日において、次に掲げる行為をするこ

とができる（同条第４項）。 

① 鑑定人に質問をすること。 

② 自己が依頼した専門的知識を有する者に当該鑑定に係る事項に

ついて陳述をさせること。 

 

（ウ）裁判所により実施する証拠調べ 

仲裁廷又は当事者は、裁判所に対し、調査の嘱託、証人尋問、鑑定、

書証（当事者が文書を提出してするものを除く。）及び検証（当事者が

検証の目的を提示してするものを除く。）であって仲裁廷が必要と認め

るものの実施を求める申立てをすることができる（仲裁法第３５条第

１項）。当事者がこの申立てをするには、仲裁廷の同意を得なければな

らない（同条第２項）。 

この申立てに係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する（同

条第３項） 

① 仲裁地を管轄する地方裁判所 

② 尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の住所若しくは

居所又は検証の目的の所在地を管轄する地方裁判所 

③ 当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所（①及び②

に掲げる裁判所がない場合） 

この申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができ

る（同条第４項）。 

申立てにより裁判所が証拠調べを実施するに当たり、仲裁委員は、

文書を閲読し、検証の目的を検証し、又は裁判長の許可を得て証人若

しくは鑑定人に対して質問をすることができる（同条第５項）。 

 

（１２）仲裁手続の非公開 

 

仲裁委員の行う仲裁手続は、非公開とする（電気事業法施行令第３３条

本文（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事業法施行令第５条において

準用する場合を含む。））。ただし、仲裁委員は、必要と認めるときは、相当
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と認める者に傍聴を許すことができる（同条ただし書（ガス事業法施行令

第１１条及び熱供給事業法施行令第５条において準用する場合を含む。））。 

仲裁の手続において仲裁委員又は委員会事務局が作成し、又は取得した

資料は、原則として非公開とする（公開等決定第１項）。 

ただし、委員会は、次のいずれかの場合には、当該資料を委員会事務局

において一般の閲覧に供することができる（同項）。 

（Ａ） 当事者がその公開を承諾する場合 

（Ｂ） （Ａ）の場合のほか、その公開が委員会の運営及び紛争の公正かつ

円滑な解決の妨げになるものではなく、かつ、不開示情報又は個人

情報が記録されていないものとして、委員会が公開を適当と認める

場合 

 

（１３）和解 

 

仲裁廷又は仲裁廷が選任した１人若しくは２人の仲裁委員は、当事者双

方の書面による承諾がある場合には、仲裁手続のいかなる段階であっても、

仲裁を求める事項の全部又は一部について、当事者に対し和解を試みるこ

とができる（仲裁法第３８条第４項）。 

仲裁廷は、仲裁手続中に仲裁を求める事項の全部又は一部について当事

者が和解し、かつ、当事者双方の申立てがあったときは、その和解の内容

を仲裁判断とする決定をすることができる（同条第１項及び第２項）。 

 

（１４）仲裁判断 

 

ア 仲裁判断の実施 

 

仲裁委員は、仲裁判断をするための審理その他必要な調査を終了したと

きは、仲裁判断をする。 

 

イ 仲裁判断において準拠すべき法 

 

仲裁廷は、仲裁手続に付された紛争に最も密接な関係がある国の法令で

あって事案に直接適用されるべきものを適用する（仲裁法第３６条第２項。

なお、２で上記した仲裁の制度趣旨や仲裁委員の性質を考慮すると、電気

事業法、ガス事業法又は熱供給事業法が適用される場合が多いものと考え
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られる。）。ただし、仲裁廷は、当事者双方の明示された求めがあるときは、

衡平と善により判断する（同条第３項）。 

仲裁廷は、仲裁手続に付された紛争に係る契約があるときはこれに定め

られたところに従って判断し、当該紛争に適用することができる慣習があ

るときはこれを考慮する（同条第４項）。 

 

ウ 仲裁判断書の記載事項 

 

仲裁判断に当たっては、次の①から⑥までの事項を仲裁判断書に記載し、

仲裁判断を行った仲裁委員がこれに署名する（紛争処理規程第１１条本文）。

ただし、④及び⑤については、当事者がこの記載を要しない旨を特に合意

している場合及び当事者間で仲裁を求める事項の全部又は一部について当

事者が和解し、かつ、当事者双方の申立てがあった場合には、記載されな

い（同条ただし書）。 

① 当事者の氏名（当事者が法人であるときは、その名称及び代表者の

氏名）及び住所 

② 代理人があるときは、その氏名及び住所 

③ 主文 

④ 事実 

⑤ 理由 

⑥ 仲裁判断の年月日及び仲裁地 

 

エ 仲裁判断の通知 

 

仲裁廷は、仲裁判断がされたときは、仲裁委員の署名のある仲裁判断書

の写しを送付する方法により、仲裁判断を各当事者に通知する（仲裁法第

３９条第５項）。 

 

オ 仲裁判断の効力 

 

仲裁判断は、その内容が公の秩序又は善良の風俗に反する等の場合を除

き、確定判決と同一の効力を有する（仲裁法第４５条第１項及び第２項）。 

仲裁判断が命ずる給付については、確定した執行決定（仲裁判断に基づ

く民事執行を許す旨の決定をいう。）を得ることにより強制執行の対象とな

る（同法第４６条第１項及び民事執行法（昭和５４年法律第４号）第２２

条第６号の２）。 
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（１５）仲裁手続の終了 

 

仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了す

る（仲裁法第４０条第１項）。 

仲裁廷は、次のような事由がある場合には、仲裁判断を行うことなく仲

裁手続の終了決定をする（同条第２項）。 

① 自己が仲裁権限を有しない旨の判断を示すとき。 

② 当事者の双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。 

③ 当事者間に和解が成立したとき（和解の内容を仲裁判断とするとき

を除く。）。 

④ 仲裁廷が、仲裁手続を続行する必要がなく、又は仲裁手続を続行す

ることが不可能であると認めたとき。 

仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する（同条第３項本

文）。 

 

（１６）仲裁手続終了後の手続 

 

仲裁手続の終了後も、仲裁廷は、仲裁判断の訂正、仲裁判断の解釈、追

加仲裁判断をすることができる（仲裁法第４０条第３項ただし書）。 

 

ア 仲裁判断の訂正 

 

仲裁廷は、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤り

がある場合には、当事者が仲裁判断の通知を受けた日から３０日以内に行

う申立てにより又は職権で、これを訂正することができる（仲裁法第４１

条第１項及び第２項）。 

当事者は、仲裁判断の訂正の申立てをするときは、あらかじめ、又は同

時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなけ

ればならない（同条第３項）。 

当事者からの申立てがあった場合には、仲裁廷は、当該申立ての日から

３０日以内（必要に応じて延長することができる。）に、仲裁判断の訂正の

決定又は当該申立てを却下する決定をする（同条第４項及び第５項）。 
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イ 仲裁判断の解釈 

 

仲裁廷は、当事者が仲裁判断の通知を受けた日から３０日以内に行う申

立てにより、仲裁判断の特定部分の解釈をする（仲裁法第４２条第１項及

び同条第３項において準用する同法第４１条第２項）。 

なお、この申立ては、当事者間にこのような申立てをすることができる

旨の合意がある場合に限り、することができる（同法第４２条第２項）。 

当事者は、仲裁判断の解釈の申立てをするときは、あらかじめ、又は同

時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなけ

ればならない（同条第３項において準用する同法第４１条第３項）。 

当事者からの申立てがあった場合には、仲裁廷は、当該申立ての日から

３０日以内（必要に応じて延長することができる。）に、仲裁判断の解釈の

決定又は当該申立てを却下する決定をする（同法第４２条第３項において

準用する同法第４１条第４項及び第５項）。 

 

ウ 追加仲裁判断 

 

仲裁廷は、仲裁手続における申立てのうちに仲裁判断において判断が示

されなかったものがあるときは、当事者が仲裁判断の通知を受けた日から

３０日以内に行う申立てにより、追加仲裁判断をする（仲裁法第４３条第

１項前段及び同項後段において準用する同法第４１条第２項）。 

当事者は、追加仲裁判断の申立てをするときは、あらかじめ、又は同時

に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなけれ

ばならない（同法第４３条第１項において準用する同法第４１条第３項）。 

当事者からの申立てがあった場合には、仲裁廷は、当該申立ての日から

６０日以内（必要に応じて延長することができる。）に、追加仲裁判断の決

定又は当該申立てを却下する決定をする（同法第４３条第２項本文及び同

項ただし書において準用する同法第４１条第５項）。 

 

（１７）仲裁手続に関する事実の公表 

 

委員会は、毎年、仲裁手続の処理状況について公表する（電気事業法第

６６条の１６）。 

委員会は、仲裁の申請の受理及び手続の終了の年月日を公表することが

できる（公開等決定第２項）。 
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また、委員会は、次のいずれかに該当する場合には、仲裁の手続に関す

る主な経過、当事者の主な主張及び結果の概要を公表することができる。 

（Ａ） 当事者がその公表を承諾する場合 

（Ｂ） （Ａ）の場合のほか、その公表が委員会の運営又は紛争の公正かつ

円滑な解決の妨げになるものではなく、かつ、不開示情報又は個人

情報が記録されていないものとして、委員会が公表を適当と認める

場合 

 

（１８）仲裁の状況の報告 

 

委員会は、国の会計年度の経過後１月以内に、当該会計年度における仲

裁の状況に関する次に掲げる事項について、経済産業大臣に対して報告す

る（電気事業法施行令第３４条（ガス事業法施行令第１１条及び熱供給事

業法施行令第５条において準用する場合を含む。）及び電気事業法施行規則

第４７条の７（ガス事業法施行規則第１７０条及び熱供給事業法施行規則

第１７条において準用する場合を含む。））。 

① 仲裁の申請件数 

② 仲裁判断をした事件の件数 

③ その他委員会の事務に関し重要な事項 
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第２章 苦情の申出 

 

１ 趣旨 

 

電気事業法第１１１条第１項、ガス事業法第１８５条第１項及び熱供給事

業法第３１条第１項においては、下記２（１）、（２）又は（３）に記載する

対象に関し苦情のある者は、委員会に理由を記載した文書を提出して苦情の

申出をすることができる旨を定めている。これらは、電気事業法の法目的で

ある電気の使用者の利益の保護及び電気事業の健全な発達、ガス事業法の法

目的であるガスの使用者の利益の保護及びガス事業の健全な発達並びに熱供

給事業法の法目的である熱供給を受ける者の利益の保護及び熱供給事業の健

全な発達を達成することをその目的とする。 

  

２ 申出が可能な者・対象 

 

（１）電気事業法上の苦情の申出 

 

電気事業法第１１１条第１項においては、「小売電気事業者等、一般送配

電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者の電気の供給又

は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者」

は、委員会に対し苦情を申し出ることができるとされている。あっせん・

仲裁とは異なり、消費者等の需要家も苦情の申出ができる。 

また、対象については、同項に基づき、小売電気事業者、小売電気事業

者の媒介業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は

発電事業者（以下「電気事業者・媒介業者等」という。）の電気の供給又は

電気の小売供給契約の締結の媒介等に関する苦情のうち電力の取引に関す

るものが対象となる。 

具体的には、例えば、電気の小売供給契約に関し不当に高額な違約金等

が設定されている場合、事前の通告なしに電気の供給を停止された場合な

ど広く対象となる。 

なお、委員会に対し苦情を申し出る場合には、書面により行うことが必

要であり、当該申出を受けた委員会は、これを誠実に処理し、処理の結果

を申出者に通知しなければならない（同法第１１１条第５項）。 
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（２）ガス事業法上の苦情の申出 

 

ガス事業法第１８５条第１項においては、「ガス小売事業者等、一般ガス

導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者のガスの供給又は小

売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者」は、

委員会に対し苦情を申し出ることができるとされている。あっせん・仲裁

とは異なり、消費者等の需要家も苦情の申出ができる。 

また、対象については、同項に基づき、ガス小売事業者、ガス小売事業

者の媒介業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造

事業者（以下「ガス事業者・媒介業者等」という。）のガスの供給又はガス

の小売供給契約の締結の媒介等に関する苦情のうちガスの取引に関するも

のが対象となる。 

具体的には、例えば、ガスの需給契約に関し不当に高額な違約金等が設

定されている場合、事前の通告なしにガスの供給を停止された場合など広

く対象となる。 

なお、委員会に対し苦情を申し出る場合には、書面により行うことが必

要であり、当該申出を受けた委員会は、これを誠実に処理し、処理の結果

を申出者に通知しなければならない（同法第１８５条第２項）。 

 

（３）熱供給事業法上の苦情の申出 

 

熱供給事業法第３１条第１項においては、「熱供給事業者等の熱供給又は

熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者」は、

委員会に対し苦情を申し出ることができるとされている。あっせん・仲裁

とは異なり、消費者等の需要家も苦情の申出ができる。 

また、対象については、同項に基づき、熱供給事業者及び熱供給事業者

が行う熱供給契約の締結の媒介等を業として行う者（以下「熱供給事業者・

媒介業者等」という。）の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介等に関する苦

情（保安に関するものを除く。）が対象となる。 

具体的には、例えば、熱供給契約に関し不当に高額な違約金等が設定さ

れている場合、事前の通告なしに熱供給を停止された場合など広く対象と

なる。 

なお、委員会に対し苦情を申し出る場合には、書面により行うことが必

要であり、当該申出を受けた委員会は、これを誠実に処理し、処理の結果

を申出者に通知しなければならない（同法第３１条第２項）。 
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３ 手続等 

  

電気事業法第１１１条第１項、ガス事業法第１８５条第１項及び熱供給事

業法第３１条第１項においては、①電気事業者・媒介業者等の電気の供給又

は電気の小売供給契約の締結の媒介等に関し苦情のある者、②ガス事業者・

媒介業者等のガスの供給に関し苦情のある者、③熱供給事業者・媒介業者等

の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介等に関し苦情のある者は経済産業大臣

に対して苦情の申出ができることも規定されている。したがって、①電気事

業者・媒介業者等の電気の供給又は電気の小売供給契約の締結の媒介等に関

する苦情のうち電力の取引に関するもの、②ガス事業者・媒介業者等のガス

の供給に関する苦情のうちガスの取引に関するもの、③熱供給事業者・媒介

業者等の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介等に関する苦情（保安に関する

ものを除く。）については、経済産業大臣又は委員会のいずれに対しても、苦

情の申出を行うことができる。 

ただし、経済産業大臣に対する苦情の申出の手続等は「電気・ガスの取引

に関する紛争処理ガイドライン」（平成１８年１０月１１日資源エネルギー庁）

によることとする。そこで、以下では委員会に対する苦情の申出に関する手

続等について定める。 

 

（１）受付窓口の設置等 

 

苦情の申出の受付窓口は、電力・ガス取引監視等委員会事務局総務課と

する。 

なお、案件が電気事業法、ガス事業法又は熱供給事業法の規制対象とな

らない事項であって、適正な電力取引についての指針（平成１８年１２月

２１日公正取引委員会・経済産業省）又は適正なガス取引についての指針

（平成１２年公正取引委員会・経済産業省）等を踏まえ、私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占

禁止法」という。）と関連があると考えられる事項については、経済産業政

策局競争環境整備室に移管（移管後の処理手順等については「競争紛争通

報者保護ガイドライン」のスキームによる。）するとともに、必要に応じて

公正取引委員会に連絡することとする。同様に、消費者問題に関する事項

については必要に応じて消費者庁に、電力やガスの安定的供給に関する事

項については必要に応じて資源エネルギー庁に連絡することとする。 
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（２）情報の守秘 

 

委員会は、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第１００条に基

づく守秘義務に則り、苦情の処理過程で知り得た個人情報その他の情報に

ついて、厳重に管理するとともに、その内容を公開しない。また、そうし

た情報について開示請求があった場合であっても、行政機関の保有する情

報の公開に関する法律における不開示の要件に該当する場合には開示しな

い。 

 

（３）苦情の処理 

 

①電気事業者・媒介業者等の電気の供給若しくは電気の小売供給契約の

締結の媒介等に関する苦情のうち電力の取引に関するもの、②ガス事業

者・媒介業者等のガスの供給に関する苦情のうちガスの取引に関するもの

又は③熱供給事業者・媒介業者等の熱供給若しくは熱供給契約の締結の媒

介等に関する苦情（保安に関するものを除く。）の申出を受けた場合、委員

会は、様式第１「苦情案件個別内容整理票」及び様式第２「苦情案件全体

管理台帳」に従い、申出の受付からその処理に至るまでの過程について整

理・管理するとともに、電気事業者・媒介業者等、ガス事業者・媒介業者

等又は熱供給事業者・媒介業者等に対し、所要の調査によって事実確認を

行い、必要に応じて電気事業法、ガス事業法又は熱供給事業法に基づく対

応等の権限を行使すること等によってその申出を処理しなければならない。 

 

（４）説明等 

 

委員会は、申出者に対して不利益な取扱いのないこと及び申出者の秘密

は保持されることを説明するとともに、必要に応じて関係する電気事業

者・媒介業者等、ガス事業者・媒介業者等又は熱供給事業者・媒介業者等

に対して調査を行うことを説明する。 

また、委員会は、必要に応じて当該苦情の処理の進捗状況について、利

害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、申出

者に対して連絡することができることとする。 
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（５）関係者に対する事実関係の確認 

 

委員会は、苦情の相手方である電気事業者・媒介業者等、ガス事業者・

媒介業者等又は熱供給事業者・媒介業者等に対して必要に応じて、任意調

査又は電気事業法第１０６条第３項、ガス事業法第１７１条第１項若しく

は熱供給事業法第２７条に基づく報告の徴収若しくは電気事業法第１０７

条第２項、ガス事業法第１７２条第１項若しくは熱供給事業法第２８条第

１項に基づく立入検査を実施する。 

また、任意調査による情報提供要請を受けた電気事業者・媒介業者等、

ガス事業者・媒介業者等又は熱供給事業者・媒介業者等が自主的に当該要

請に応じない場合には、委員会は、直ちに電気事業法第１０６条第３項、

ガス事業法第１７１条第１項若しくは熱供給事業法第２７条に基づく報告

の徴収を実施し、必要な情報を入手する。 

なお、各経済産業局長が当該報告の徴収又は立入検査を実施した場合に

は、速やかにその内容を委員会に対し、伝達する。 

調査の実施に当たっては、申出者の秘密を保持するため、申出者が特定

されないよう十分に配慮しつつ、適切に行うこととする。 

 

（６）申出者に対する回答 

 

委員会は、適正な電力取引についての指針及び適正なガス取引について

の指針等を踏まえ、独占禁止法と関連があると考えられるものについては、

その旨を回答し、（１）に従って競争環境整備室に移管するとともに、必要

に応じて公正取引委員会に連絡する。同様に、（１）に従って消費者問題に

関する事項については必要に応じて消費者庁に、電力やガスの安定的供給

に関する事項については必要に応じて資源エネルギー庁に連絡することと

する。 

こうした回答及び移管等については、重大な案件を除き、苦情の申出か

ら原則１月以内に行うものとする。委員会からの回答に対し、質問や意見

等がある者は、その旨を申し出ることができる。 

 

（７）案件の公表 

 

 苦情の申出があったもののうち、重大な案件について、委員会は、可及的

速やかに、必要に応じて電気事業法、ガス事業法又は熱供給事業法に基づく
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対応を実施することなどにより、当該案件を適切に処理するとともに、その

内容を公表する（電気事業法第６６条の１６）。  
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第３章 処分に対する審査請求 

 

 委員会の電気事業法、ガス事業法又は熱供給事業法に基づく処分のうち、①

電気事業法第１１４条第１項又は第２項の規定により委任された電気事業法第

１０６条第３項から第５項まで又は第８項の規定により行う報告又は資料の提

出の命令についての審査請求、②ガス事業法第１８９条第１項又は第２項の規

定により委任されたガス事業法第１７１条第１項の規定により行う報告の命令

についての審査請求、③熱供給事業法第３３条の２第１項又は第２項の規定に

より委任された熱供給事業法第２７条の規定により行う報告の命令についての

審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる（電気事業法第１１４条の

２、ガス事業法第１９０条及び熱供給事業法第３３条の３）。その際、委員会は、

その裁決に当たって、事前に公開による意見の聴取を行わなければならない（電

気事業法第１１０条、ガス事業法第１８４条及び熱供給事業法第３０条）。 

なお、電気事業者・媒介業者等、ガス事業者・媒介業者等及び熱供給事業者・

媒介業者等も、このような審査請求を行うことができる。 

 

（具体的プロセス） 

①審査請求人による審査請求 

↓ 

②意見聴取会の開催に当たっての件名、期日、場所、事案の内容を、 

ａ）審査請求人に通知するとともに、 

ｂ）公表する。 

↓ 

なお、意見聴取会において意見を述べようとする者は、意見の概要

等を委員会に届け出、これに対して委員会は意見を述べることができ

る者を指定し、通知する。また、委員会は必要に応じて学識経験者や

関係行政機関の職員その他参考人に出席を求めることができる。 

↓ 

③意見聴取会の開催 

↓ 

④委員会は裁決について、 

ａ）審査請求人への通知を行うとともに、必要に応じて、 

ｂ）電気事業法、ガス事業法又は熱供給事業法上の対応を実施し、 

ｃ）対応の内容について公表する。  
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                         （様式第１）  

※整理番号  

※受付月日 平成   年   月   日 

※担当者名   

 

苦情案件個別内容整理票 

 

※ 必要に応じて、資料添付のこと。 

申請者 事業者名  

連絡先 

（住所、電話

番号、E-mail） 

 

受付手段  

相手方 事業者名  

 

連絡先 

 

 

 

 

申出内容（なるべく詳細に） 

 

 

 

行政の対応 

 

 

 

必要とされる行政措置 

 

 

処理結果概要 
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苦情案件全体管理台帳 （様式第２） 

整理番号 受付年月日 申出者名 申出者の種別 相手方名 相手方の種別 対応結果 

       

申出概要  

 

対応概要  

 

 

整理番号 受付年月日 申出者名 申出者の種別 相手方名 相手方の種別 対応結果 

       

申出概要  

 

対応概要  

 

 

整理番号 受付年月日 申出者名 申出者の種別 相手方名 相手方の種別 対応結果 

       

申出概要  

 

対応概要  

 

 

※ 申出者・相手方の種別：個人、法人。法人にあっては、その業種等 

※ 対応結果：勧告、行政指導、当事者間解決等 

 


